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３－1　入館者数

郷土博物館　月別入館者数と一日平均入館者数 　　　　　　    ※グラフ 1、2

*1　一日平均入館者数＝入館者数 ÷開館日数で算出

グラフ 1　郷土博物館　月別入館者数と累計入館者数

 *2　12月7日～1月4日、博物館は常設展示リニューアル等により休館したため、12月の入館者数と開館日数が通常より少なくなっている。
 *3　3月12日～3月31日、博物館は震災の影響により休館したため、3月の入館者数と開館日数が通常より少なくなっている。

月 開館
日数 入館者数 内団体入館 一日平均

入館者数 *1
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3083人
4208人
1219人
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4 団体   　161 人
19団体  　751人
17団体  　717人
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6団体  　237人
5団体  　208人

11団体  　293人
9団体  　175人
0団体  　 　0人
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グラフ 2　郷土博物館　一日平均入館者数

 *2　12月7日～1月4日、博物館は常設展示リニューアル等により休館したため、12月の開館日数が通常より少なくなっている。
 *3　3月12日～3月31日、博物館は震災の影響により休館したため、3月の開館日数が通常より少なくなっている。

　
　グラフ 3　郷土博物館　平成 3年度～ 22年度　年間入館者数推移
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1日平均入館者数 60.0 72.9 60.3 63.0 103.3 79.4 77.8 67.4 63.1 57.0 57.4 49.8 47.4 41.4 44.8 38.7 79.7 103.8 97.1 112.5
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市民会館　月別貸部屋利用団体数と利用者数　　 市民会館　月別入館者数 *4
　　　　　　　　　　　　　　   ※グラフ 4　　　　　　　　　　　　　　　　    　 ※グラフ 5

*4　月別入館者数は市民会館玄関のカウンタ計測数であり、貸部屋利用者、見学者などを合わせたものである。

グラフ 4　市民会館　貸部屋利用団体数と利用者数

 *5　12月7日～1月4日、市民会館は館内整備工事により休館したため、12月の利用数と開館日数が通常より少なくなっている。
 *6　3月12日～15日、18日～31日、市民会館は震災の影響により休館したため、3月の利用数と開館日数が通常より少なくなっている。

月 開館
日数 利用団体数 利用者数 月 正面玄関

カウンタ数
内玄関

カウンタ数 計
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3月
合計
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24日
24日
11日
265

77 団体
76団体
89団体
82団体
63団体
90団体
99団体

110団体
32団体
84団体
86団体
43団体
931団体

974 人
936人

1170人
1405人
984人

1294人
1526人
1435人
367人

1132人
2112人
402人

13737人
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2581人
2226人
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3786人
2390人
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2128人
3338人
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1734 人
1335人
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1415人
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44575人
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グラフ 5　市民会館　月別入館者数

 *5　12月7日～1月4日、市民会館は館内整備工事により休館したため、12月の入館者数と開館日数が通常より少なくなっている。
 *6　3月12日～15日、18日～31日、市民会館は震災の影響により休館したため、3月の入館者数と開館日数が通常より少なくなっている。

グラフ 6　平成 18年度～ 22年度　博物館 1日平均入館者数推移

　　　　各ピークに開催中であった展覧会名を注記。平成21年1月、4月は整備工事で休館したため一日平均値を算出できるデータ無し。

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

内玄関カウンタ数
正面玄関カウンタ数

1734 1335 1681 1415 1579 1667 1931 1810 614 1338 1390 811
1955 2116 2822 2581 2226 2735 3786 2390 591 2128 3338 602

20 25 27 26 26 27 26 6 24 24 11開館日数 23
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入館者数の推移に関する考察

　入館者数は施設の認知度や利用度を示す重要なデータであり、これからの事業展開を考える上でも参
考にすべき指標の一つである。本項は指定管理者による管理運営に移行後（平成19年度～平成22年度）
の 4年間と、平成 18年度までとの比較の中で入館者数の増加傾向の要因分析を行い、今後に役立てる
ものである。

Ⅰ　博物館の入館者数とその増加要因
　博物館の年間総入館者数は 81 ページ（グラフ３）で平成 3年度からの推移を紹介している (1) が、平
成 7年度に 27,687 人というピークを迎えてのち減少していき、平成 18 年度には 11,497 人にまで落
ち込んだ。しかし指定管理に移行した平成19年度に22,642人と、10年ぶりに2万人台に持ち直した。
その後毎年増加し、本年度（平成 22年度）は 28,583 人と計測以来の最大値を記録した。
　一方、開館日数は、平成 16年度に条例施行規則の改正を受けて 300 日台に達したが、指定管理移行
後は展示替えのための臨時休館回数の増加や整備工事の実施によって減少している。このことから 1日
平均入館者数は指定管理前後でより高い伸び率を示しており、当館では開館日数の増加は累計入館者数
の増加に結びついていないことが分かった。実際の要因は以下の点にあると考えられる。

（１） 展覧会単体の内容による影響
　総入館者数は展覧会の内容にある程度の影響を受ける（指定管理前でもっとも入館者数を獲得した平
成 7年度は、特別展「櫻田精一～美を見る眼～」を開催しており、会期約 1ヶ月の間の来場者は 11,800
人、年間入館者数の 42.6％を約 1ヶ月で計上している）。指定管理以後では、市民コレクション展「刀
剣に魅せられて」（平成 20年度）、市民公募展「わが家のおひなさま」（平成 22年度）が著しく入館者数増
に寄与した（グラフ６）。

（２） 複数の事業を行うことによる影響
　ただし、（１）のような集客力の高い単発の企画が年間総入館者数増加の要因の全てではない（平成 7
年度以外で年間入館者数と特別展入館者数の明らかな相関関係は見られない）。展覧会や関連事業など
で多彩な内容の事業を複数回行うことで総合的に増加する様子が見受けられる。
　指定管理移行後、特別展 1回に加えて、指定管理者による運営の骨子として市民参加型などの企画
展を 3回導入したことが入館者数増の要因である。チラシや展覧会毎の広報宣伝などそのたびに PRの
機会が得られることが直接的な理由となり、多彩なテーマで開催することにより、一人の人が年間に何
度も博物館に足を運んだり、また来館意欲を持つ人の裾野が広がる、などの効果が得られていると推定
される。

（３） 市民会館との一体管理が博物館に与える影響
　一体管理を始めたことで、市民会館の見学者が博物館も一緒に見学する可能性が生まれた。多くの来
館者が、そもそもは博物館（あるいは市民会館）だけを目的に訪れているように見受けられ、この場に来
て初めて両方の見学ができることを知るようであるが、その割合についてはさらなる検証が必要であろ
う。市民会館の見学者の増加については次項（３）～（５）で触れる。

Ⅱ　市民会館の入館者数とその増減要因
　市民会館は大きく分けて貸部屋利用者の入館と、旧茂木佐邸としての佇まいを目的とした見学者の入
館がある。貸部屋利用者（団体）は 18 年度は 548 件 (2) であったが、19 年度以降毎年 604→771→821
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→931 団体と右肩上がりの増加傾向を示している。また、見学者を含む市民会館全体の入館者数は、平
成 20 年 2 月 22 日にカウンタで計測を開始した。20 年度 42,701 人、21 年度 43,741 人、22 年度
44,575 人と微増である。なおデータはないが、指定管理以前（市民課所管時代）は市民会館に見学のた
め訪れる人は少なかったと聞く。

（１）  貸部屋利用者として常連団体の定着
　仮に 1年以上、月に 2回以上活動をする同メンバーの団体を常連とする。この常連団体の増加ペース
が早いのが近年の特徴である。会の構成員の高齢化による会自体の解散はこの 5年でわずか 1～ 2件
であった。他の理由による解散も少なく、一つの活動を長期にわたって持続する市民が多いことを示し
ている。そして会場替えをする団体よりも、新たな団体が定例で加わる場合が多い。もっとも利用が長
期間にわたることの背景としては、会の会員への周知の都合上、一度会場を定めたら容易には動かした
くないといった事情もあるかもしれない。また、無料の公民館よりも、有料だとしても施設の雰囲気や
利用条件から当館を選択する場合があろう。

（２）  貸部屋利用者の多様化
　市民の文化活動サークルの常連団体が中心であった平成 19 年度から比べると、①市外団体による利
用、②個人による利用、③昼食利用、④イベント会場利用、⑤撮影やロケなどの特殊な利用、などが年々顕
著となっている。
　①は、市外から散策（まちあるき）に来野したグループが、休憩や、解説を受けるために活用するケー
スである。②は休憩、茶会、撮影会などを２～5人程度で突発的に利用するケースである。いずれも来
館時や下見時に貸部屋について細かな説明をすることで申込につながることから、申込場所が施設とは
別場所にあった直営時代は難しかったことが、指定管理移行後、館内オープンスペースに職員が常駐す
ることで可能となったと考えられる。③は、平成 22 年 1月より時間貸し制へ条例変更され、昼の 1時
間のみ借りたいといった細かな時間設定ができるようになったことで増えてきた。①のグループが③昼
食利用をすることも多い。④は主催団体がイベント開催する場合で、全館を利用して行われることが多
い。⑤はインターネットで検索されての問い合わせ、業界内での口コミがきっかけとなっている。④⑤の
利用については、施設（文化財ならでは）の雰囲気や、庭園や茶室など他の貸館施設にはない要素が前提
条件としてあるが、利用内容や時間の融通など利用者個々の要望に細かに応えたり、サポートをしたり
するため、やはり職員常駐によって可能となった利用形態と言える。

（３）  見学環境の整備
　市民会館の見学が出来ることを明示する媒体を指定管理移行後は意識的に増やしてきた。広報媒体に
掲載するほか、平成 21 年には敷地前庭にサイン（案内板）が設置され、効果を上げている。元々暗く、
入ってよいのかどうか分かりにくい施設であったが、案内板によって、誰もが安心して入館できるよう
になった。

（４）  ボランティアガイドの拠点
　市民会館の入館者増に大きく貢献しているのが、ボランティアグループ・むらさきの里野田ガイドの
会が、当館を会の拠点としていることである。ガイドの会と、当館（指定管理者）の関係は、市内ガイド
事業をガイドの会に委託し、ガイドの会は当館を拠点として位置づくという関係にある（62 ページ参
照）。ガイドの会は、見学コースの筆頭として当館を提案するため、当館の入館者数は自ずと増える。ま
た、ガイドの会のホスピタリティある対応が、団体（幹事）のリピート利用、口コミの利用を招いている。
ガイドの会をはじめとして、日常的に人の出入があることで、他の見学者も入館しやすいムードがつく
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られている。

（５）  一体管理の影響、多様な利用の場へ
　博物館の項でも触れたとおり、一体管理によって、博物館の見学者が市民会館の見学にも誘導される
ようになった。
　また、博物館と市民会館が一体管理として指定管理に移行された理由の一つとして、博物館に本来付
帯すべき会議室等がないため、市民が活動するための場所として市民会館を一体利用することを想定し
ている。これによって、博物館内で開催できない事業の会場として市民会館を活用し、特に大規模なイ
ベントによって入館者数が伸びているという事情がある。例えばクラブフェスタ（58 ページ参照）など
がこれにあたる。自／他主催問わず市民会館を利用した全館規模のイベントは、新たな来館者層の開拓
にもつながっている。
　さらに小学校の見学会（昔の暮らしの単元）での活用、市民つどいの間の図書閲覧など、指定管理後に
一体管理の中ではじめた多様な事業が入館者増の要因となっている。

註
(1)グラフ３。入り口カウンタによる計上。2回通過することで1カウントする機械を使用している。なお開館以来の総入館者数のグラフは『野田市
　 郷土博物館　35年の歩み』（野田市郷土博物館編、1994）に掲載されているが、カウンタ計測に切り替えた時期が明らかではないため、ここでは
　 取り扱わない。
(2)申請件数で計上。
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87

３－２　受贈図書一覧 
※『2009年度年報・紀要』に2008年度受贈手続き分を掲載してしまいま
　した。お詫びして訂正いたしますと共に、今号に2009年度分を掲載し
　ております。

○2009年度分
＜浦幌町立博物館＞　年報　第 9号／紀要　第 9号
＜小樽市総合博物館＞　紀要　第 22号／蜃気楼の神秘を探る
＜釧路市立博物館＞　紀要　第 32輯／館報　№398～ 399
＜函館博物館＞　研究紀要  第 19号
＜北上市立博物館＞　北上の清水物語／研究報告　第 17号
＜会津坂下町教育委員会＞　陣が峯城跡／上窪道北遺跡試掘調査報告書
＜稲敷市立歴史民俗資料館＞　写真で見る戦後干拓史
＜茨城県教育財団＞　文化財調査報告　第 308～ 326集
＜小美玉市玉里史料館＞　館報　Vol.2
＜上高津貝塚ふるさと歴史の広場＞　年報　第 14号／よみがえる古代
の信太郡
＜境町歴史民俗資料館＞　沼の辺の縄文世界／境の名称起源
＜土浦市教育委員会＞　永国遺跡　第 3次調査／赤弥堂遺跡東地区　
坂田地区埋蔵文化財発掘調査報告書／土浦の文化財
＜土浦市立博物館＞　沼尻墨僊　城下町の教育者／古代の筑波山信仰
＜取手市埋蔵文化財センター＞　幕末・明治維新期の取手
＜ミュージアムパーク茨城県自然博物館＞　収蔵品目録 地質標本目録
　第 3集／研究報告　第 11号
＜龍ヶ崎市歴史民俗資料館＞　昔、大きな松があった。　
＜佐野市郷土博物館＞　永元と近代の文人たち／唐沢山城と佐野氏 
＜栃木県教育委員会＞　ムラから見た古墳時代
＜栃木県立博物館＞　狩野派  400 年の栄華
＜壬生町立歴史民俗資料館＞　北原武夫と宇野千代  
＜安中市ふるさと学習館＞　上毛三山 赤城・榛名・妙義の歴史と信仰
＜岩宿博物館＞　みどり市の縄文土器／岩宿遺跡はどのような遺跡だっ
たのか
＜かみつけの里博物館＞　力士の考古学　相撲は、古墳時代に伝来した
＜群馬県埋蔵文化財調査事業団＞　調査報告書　第 459、 463 ～ 465、
467集／研究紀要　27
＜群馬県立歴史博物館＞　紀要　第 30号／平成群馬の名宝
＜みどり市岩宿博物館＞　研究紀要　岩宿　第 2号
＜朝霞市博物館＞　要覧　第 6号／邪馬台国時代の朝霞
＜跡見学園女子大学文学部人文学科＞　フォーラム　第 7号
＜春日部市教育委員会＞　庄和町史編さん資料　16（近代・現代資料）
＜川口市立文化財センター＞　市内遺跡発掘調査報告書 平成 19年度
＜川越市立博物館＞　諸願成就　だるまさん大集合／川越城本丸御殿の
杉戸絵と舩津蘭山
＜行田市郷土博物館＞　研究報告　第 6集／館報　第 14、15 号／行
田の戦後史／林頼三郎／藤間コレクション目録 日本の郷土玩具／絵馬
　描かれた祈り／徳川三代と忍藩
＜埼玉県立川の博物館＞　紀要　8号
＜埼玉県立さきたま史跡の博物館＞　紀要　第 3号
＜埼玉県立歴史と民俗の博物館＞　平成 21年度　要覧／いただきます  
食の文化史
＜さいたま市教育委員会＞　岩槻城跡（三の丸跡第 7地点）発掘調査／
宿宮前寺院跡第 1次調査　三橋三島遺跡第 4次調査　慈恩寺山口中遺
跡第 1次調査／高木北原遺跡　第 1次調査
＜さいたま市立博物館＞　街にキネマがあったころ 
＜白岡町遺跡調査会＞　山遺跡 第 2地点／茶屋遺跡 第 4・5・6地点
＜鶴ヶ島市教育委員会＞　天神前遺跡第 3次・岸田氏屋敷・北権現遺
跡第 9次
＜戸田市立郷土博物館＞　図書館・郷土博物館 25年大百科 ／月光浴
びて飛翔する狩人
＜鳩ヶ谷市教育委員会＞　里字屋敷添遺跡群／小渕字細沼第 1遺跡／

三ツ和遺跡／里字屋敷添第 4遺跡／辻字永堀第 2遺跡／市内遺跡 2
＜飯能市郷土館＞　収蔵資料目録 4 ／館報  第 5号／縄文時代の飯能 
＜富士見市立難波田城資料館＞　戦国の集落と領主／施設案内／常設展
示図録／文書の時代／ちょっと昔の着物語／富士見の暮らしとできごと
／記憶の扉 1972／むらをまもる消防／富士見之板碑 ／富士見の村絵
図／わら縄のチカラ／難波田城のすべて／富士見の修験道／草屋根の年
中行事
＜ふじみ野市教育委員会＞　市内遺跡群 3
＜ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館＞　権現山古墳群とその周辺
＜市川考古博物館＞　館報　第 36号
＜市川歴史博物館＞　市川市の石造物
＜一宮町教育委員会＞　一宮町の絵馬・扁額
＜市原市教育委員会＞　上総国分僧寺跡 1／市原市山田遺跡群／市原
市南中台遺跡・荒久遺跡A地点／郡本遺跡群　第 8・10・11次
＜伊能忠敬記念館＞　年報　第 10号
＜印西市教育委員会＞　印西市内遺跡発掘調査報告書　平成 20年度
＜印旛郡市文化財センター＞　発掘調査報告書第 266～ 272、274～
277集／第 12回　遺跡発表会　発表要旨
＜浦安市郷土博物館＞　年報　第 7号
＜柏市教育委員会＞　呼塚遺跡 8、10次調査報告書／柏市埋蔵文化財
調査報告書 64／旧吉田家住宅調査報告書／市内遺跡発掘調査報告書 
平成 19年度
＜上総掘りを記録する会＞　上総システム 外国人教師が綴った上総掘
り 対訳・解説／上総掘りの過去・現在・未来
＜香取市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査概報　3
＜鎌ケ谷市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査概報　平成 20年度
＜鎌ケ谷市郷土資料館＞　年報　第 21号／初富  明治の下総台地開墾 
／市史研究　第 22号
＜川村学園女子大学＞　研究紀要　第 20巻
＜木更津市教育委員会＞　大畑台遺跡群発掘調査報告書 9　大畑台遺跡
5／中尾遺跡群発掘調査報告書 8　東谷遺跡 5　弥生時代後期の集落 2
／笹子遺跡群発掘調査報告書 2 ／埋蔵文化財発掘調査報告書 第 7集／
本郷 1丁目遺跡　3／文化財調査集報 14
＜君津市教育委員会＞　寺沢出戸遺跡 2、天神台遺跡 4／外箕輪遺跡
5、6
＜久留里城址資料館＞　年報　29
＜国立歴史民俗博物館＞　人がつくる環境／研究報告　第 145 ～
150、152 集／錦絵はいかにつくられたか ／資料図録 6／れきはくに
いこうよ 2007／日本建築は特異なのか／百鬼夜行の世界
＜佐倉市教育委員会＞　直弥後谷津 4号塚／埋蔵文化財発掘調査報告
書 平成 18・19年度／井野長割遺跡 　第 16次
＜山武郡市文化財センター＞　発掘調査報告書第 104、105 集／大滝
遺 跡  谷向 1412-1 地点／ 25年の軌跡
＜山武考古学研究所＞　富士見台第 2遺跡D地点
＜山武市教育委員会＞　郷土史料集　11
＜山武市歴史民俗資料館＞　伊藤左千夫家改修工事報告書
＜芝山町教育委員会＞　町史料目録　第 5集／町内遺跡発掘調査報告
書　平成 20年度
＜芝山町立芝山古墳・はにわ博物館＞　古代房総の地域社会をさぐる 1
＜城西国際大学日本研究センター＞　紀要　第 3号
＜城西国際大学水田美術館＞　酒井亜人展／房総の素封家と若き日本画
家たち／年報　第 6号
＜白井市教育委員会＞　白井市の社寺建築
＜白井市郷土資料館＞　市民と取り組む古文書修補　2
＜袖ヶ浦市教育委員会＞　大豆郷遺跡 2 ／嘉登遺跡 2 ／向萩原遺跡 3
／寺野台遺跡 4 ／市内遺跡発掘調査報告書 平成 20年度
＜館山市立博物館＞　八犬伝の世界
＜千葉県教育委員会＞　市町村文化財保護行政基本調査報告書　23／
指定文化財　第 16集　
＜千葉県教育振興財団＞　龍女建立／年報　№33、34／千葉県教育振
興財団調査報告　603、606～ 624、628集
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＜千葉県教育庁教育振興部＞　ちば遺産 100 選ちば文化的景観ガイド
ブック／安房のみのこ踊り　解説書
＜千葉県史料研究財団＞　千葉県史研究　第 17号／千葉県の歴史 通
史編 近現代　3、別編 年表
＜千葉県文書館＞　収蔵文書目録　第 22集／千葉県の文書館　第 14
号
＜千葉県立安房博物館＞　研究紀要　Vol.15
＜千葉県立現代産業科学館友の会＞　友の会のあゆみ　
＜千葉県立関宿城博物館＞　研究報告　第 13号
＜千葉県立中央博物館友の会＞　博物館は知のワンダーランド 
＜千葉県立美術館＞　櫻田精一展 　生誕 100年
＜千葉県立房総のむら＞　すしが好き！サカナが好き！／年報 21、22
／房総のむら　昆虫館・坂田ヶ池・利根川・印旛沼
＜千葉市教育委員会＞　埋蔵文化財調査 ( 市内遺跡 ) 報告書　平成 18
～ 20年度／へたの台貝塚／生実藩蔵屋敷跡／柳沢遺跡
＜千葉市美術館＞　採蓮  第 12号
＜千葉市立加曽利貝塚博物館＞　紀要　第 36号
＜千葉市立加曽利貝塚博物館友の会＞　千葉の縄文貝塚に学ぶ資料集
＜千葉市立郷土博物館＞　研究紀要　第 15号
＜千葉大学教育学部生涯教育課程＞　学生による千葉の社会教育・生涯
学習の検証 2008
＜千葉大学文学部考古学研究室＞　館山市安房神社洞窟遺跡第 1次発
掘調査概報
＜東金市教育委員会＞　道庭遺跡 38-9 地点
＜東京成徳大学人文学部日本伝統文化学科＞　「千葉のいまを知る」プロ
ジェクト　2007～ 2008年度中間報告書
＜東邦考古学研究会＞　東邦考古　33
＜富里市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 20年度
＜流山市教育委員会＞　三輪野山向原古墳／市内遺跡発掘調査報告書　
平成 19年度
＜流山市立博物館＞　調査研究報告書　26
＜流山市立博物館友の会＞　東葛流山研究　第 27号
＜成田市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 20年度／成田
市の貝塚・市内遺跡発掘調査報告
＜野田市立中央小学校創立120周年記念事業実行委員会＞　進みゆく
野田校
＜船橋市教育委員会＞　夏見台遺跡  第 6次／船橋市の文化財／市内遺
跡発掘調査報告書　 平成 20年度
＜船橋市郷土資料館＞　新版　船橋のアルバム　変わりゆく町の記録
＜船橋市飛ノ台史跡公園博物館＞　紀要　第 6号／料理と厨房の歴史
＜松戸市立博物館＞　人生儀礼の世界 ／関場遺跡第 2地点出土旧石器
資料報告・寒風台遺跡出土石器再整理報告
＜八千代市遺跡調査会＞　真木野向山遺跡／小板橋遺跡 b 地点／上ノ
山遺跡 ／川崎山遺跡 f 地点／下高野新山遺跡
＜八千代市教育委員会＞　川崎山遺跡m地点発掘調査報告書／妙見前
遺跡 b地点／市内遺跡発掘調査報告書　平成 20年度／市内出土炭化材
分析委託報告書／白幡前遺跡 c地点／道地遺跡 e地点・平戸台 8号墳
／おおびた遺跡 b地点／八王子台遺跡発掘調査報告書／殿内遺跡 b地
点／南谷遺跡発掘調査報告書
＜八千代市立郷土博物館＞　年報　7
＜四街道市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書／四街道の歴史　第
7号
＜和洋女子大学文化資料館・博物館学課程＞　国府台　13号
＜足立区教育委員会＞　常設展示図録／千住関屋の文人　建部巣兆／紀
要　第 30号
＜板橋区教育委員会＞　いたばしの文化財　第 6集／文化財年報　 8
／歴史民俗研究  第 6輯
＜板橋区立郷土資料館＞　紀要　17号　年報　20・21 号／甲冑　西
と東／貝塚に学ぶ  考古学者・酒詰仲男と地球環境 
＜江戸東京博物館＞　大伝馬町名主の馬込勘解由／館蔵地図目録　1／
研究報告　第 15号

＜NPO法人地球友の会＞　Our planet 日本語版　通巻 13号
＜お茶の水女子大学学芸員課程＞　博物館実習報告　第 24号
＜科学技術振興機構＞　Science window　25号
＜家具の博物館＞　家具の博物館だより  №54、55
＜葛飾区郷土と天文の博物館＞　首都圏の酒造り／葛飾区の民俗　9　
総集編／柴又八幡神社古墳　7／暮らしをささえた畑とヤマ／かつしか
街歩きアーカイブス
＜北区飛鳥山博物館＞　江戸名所図会の世界展／アスカヤマ・遊山弁当
箱プロジェクト／研究報告　第 11号 
＜北区教育委員会＞　文化財研究紀要　第 22集
＜求龍堂＞　過激な隠遁  高島野十郎評伝
＜共和開発株式会社＞　舟渡遺跡第 9地点・舟渡遺跡第 10地点発掘調
査報告書／中野区広町遺跡発掘調査報告書
＜宮内庁書陵部＞　紀要　第 60号
＜くにたち郷土文化館＞　水車の時代 
＜國學院大學研究開発推進機構＞　紀要　第 1号／伝統文化のモノと
心 ニュースレター　№2／まつりのそなえ  御食たてまつるもの
＜國學院大學考古学資料館＞　服部和彦氏寄贈資料図録 3　仏像・仏具・
考古資料／紀要　第 25輯
＜國學院大學博物館学研究室＞　紀要  第 33輯／院友学芸員　№2
＜国立科学博物館＞　Milsil №3　Vol.2
＜国立公文書館＞　天皇陛下御在位 20年記念　公文書特別展示会
＜駒澤大学禅文化歴史博物館＞　禅の世界　常設展示解説書
＜実践女子大学博物館学課程＞  MUSEOLOGY　第 28号
＜品川区立品川歴史館＞　品川を愛した将軍徳川家光
＜渋沢史料館＞　渋沢研究　第 21 号／渋沢家の雛祭り／絵皿は語る  
皿多一郎コレクション／渋沢栄一、アメリカへ／日中米の近代化と実業
家 ／常設展示図録英語版
＜小学館＞　日本の歴史　近世庶民文化史　日本文化の原型　別巻
＜昭和館＞　伝えておきたい昭和のくらし　戦中と戦後
＜昭和女子大学光葉博物館＞  世相をまとう俗／館報　№12
＜杉並区教育委員会＞  悠々として急げ　開高健と昭和
＜杉並区立郷土博物館＞　研究紀要　第 17号・年報　平成 19年度版
／杉並の川と橋／二・二六事件の現場  渡邉錠太郎邸と柳井平八／包装
紙のなかの物語／硝子壜の残像／大田黒元雄の足跡  
＜世田谷区教育委員会＞  世田谷の大工　砧・玉川地域の系譜
＜大正大学教務課学芸員課程＞  けやき  年報　第 13号
＜たばこと塩の博物館＞　おらんだの楽しみ方／やすらぎのオーストリ
ア   
＜多摩市文化振興財団＞　鍛冶屋のあゆんだ幕末・明治  
＜調布市郷土博物館＞　深大寺展
＜伝統文化活性化国民協会＞　伝統文化　№31
＜東京家政学院生活文化博物館＞　年報　第 18号
＜東京家政大学博物館＞　紀要　第 14号
＜東京藝術大学大学美術館＞　明治期における音楽録音資料・蝋管（ろ
うかん）の保存体制と公開手法の研究
＜東京都三多摩公立博物館協議会＞　ミュージアム多摩　№29、30
＜東京都埋蔵文化財センター＞　調査報告　第 50、226、227、231、
233、234／文京区千駄木三丁目北遺跡／鶴舞遺跡  八王子市　№
1029遺跡／国立市　№27遺跡／椚谷遺跡  八王子市　№49遺跡
＜東京農工大学科学博物館＞　年報　第 6号
＜東京文化財研究所＞　「殺虫 殺菌処理、防虫剤などについての緊急ア
ンケート」調査結果について
＜中野区教育委員会＞　向田遺跡 3発掘調査報告書
＜日本移動教室協会＞　移動教室年鑑体験学習
＜日本塩工業会＞　日本塩業の研究  第 31集
＜日本博物館協会＞　博物館評価制度等の構築に関する調査研究報告書
／日本の博物館総合調査研究報告書  地域と共に歩む博物館育成事業 平
成 20年度
＜日本ユネスコ協会連盟＞　世界遺産年報  №15
＜八王子市教育委員会＞　力石遺跡第 2次調査発掘調査報告書／辺名
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遺跡／小田野遺跡  第 4・5次発掘調査報告書
＜府中市教育委員会＞　埋蔵文化財調査報告　第 43集／発掘調査概報 
38 ／武蔵国衙跡 1　本篇／武蔵国府関連遺跡調査報告　40
＜府中市郷土の森博物館＞　本町清水斎兵衛家文書目録・馬医心懸下与
市郎家文書目録・番場神戸高橋仁左衛門家文書目録／紀要　第 22号
＜文化環境研究所＞　博物館支援策にかかる各国等比較調査研究
＜文化庁文化財部美術学芸課＞　平成 21年度　美術館・博物館活動基
準整備支援事業　採択事業実施状況報告書
＜法政大学キャリアデザイン学部＞　紀要　第 5・6号／教職資格課程
年報　VOL6／生涯学習とキャリアデザイン  VOL5・6
＜ポーラ文化研究所＞　よそおいの楽しみ、かざる悦び  
＜港区教育委員会＞　平成 20年度　指定文化財／港区内近世都市江戸
関連遺跡発掘調査報告 36、40、41、47～ 49／研究紀要　11／三
田寺町の江戸建築
＜港区立港郷土資料館＞　芝田町五丁目町屋跡遺跡発掘調査報告書／館
報 26／増上寺徳川家霊廟 
＜明治大学学芸員養成課程＞　Museum study　20／ Museologist 
24
＜明治大学博物館＞　年報　2007年度／内藤家文書目録　第 3部
＜文部科学省生涯学習政策局社会教育課＞　博物館における施設管理 
リスクマネージメントガイドブック（実践編）
＜立教大学学校・社会教育講座＞　Mouseion  №54
＜早稲田大学會津八一記念博物館＞　早稲田考古学　その足跡と展望
＜早稲田大学教育学部＞　学術研究　第 57号　
＜相模原市立博物館＞　研究報告　第 18集　
＜茅ケ崎市文化資料館＞　文化資料館調査研究報告　18
＜東海大学校地内遺跡調査委員会＞　報告 15・16／伊勢原市下糟屋
　上ノ台遺跡
＜秦野市教育委員会＞　秦野の文化財  第 41集／秦野の遺跡 1、2
＜平塚市博物館＞　年報　№32／自然と文化　研究報告　№32／金
目川の博物誌
＜横須賀市自然・人文博物館＞　研究報告　人文科学　第 53号　自然
科学　第 56号／館報　第 55号／三浦半島海藻図鑑　海藻は海からの
手紙
＜横浜市歴史博物館＞　ヒトが移るモノが動く／よみがえる旅のキオク
／鶴見合戦  『太平記』にみる横浜／青葉の村々と矢倉沢往還／古代のム
ラの神・仏／小絵馬に見るひとびとの願い／縄文文化円熟／黒船・開国・
社会騒乱／海賊  室町・戦国時代の東京湾と横浜
＜横浜都市発展記念館＞　紀要　№5
＜長岡市立科学博物館＞　研究報告　第 43号／NKH　№.92
＜茅野市教育委員会＞　林の峯遺跡　集合住宅建築工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書／市内遺跡 3　平成 19･20 年度埋蔵文化財発掘調査
報告書／尖石遺跡整備報告書 3 ／上原城下町遺跡 3
＜茅野市尖石縄文考古館＞　構井・阿弥陀堂遺跡 集合住宅建築工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告
＜辰野町教育委員会＞　越後遺跡／宮垣外遺跡
＜長野市立博物館＞　年報　VOl.16、17／第 52回特別展　女たちと
善光寺
＜松代文化施設等管理事務所＞　松代　第 22号／真田宝物館収蔵品目
録　精選絵図集成／お殿様、お姫様の江戸暮らし
＜松本市立博物館＞　松本・民芸・丸山太郎　丸山太郎の仕事
＜碌山美術館＞　館報　第 29号
＜内藤記念くすり博物館＞　江戸に学ぶ　からだと養生
＜美濃加茂市民ミュージアム＞　紀要　第８集／みのかも文化の森活用
の手引き・活用実践集、ダイジェスト版　平成 20年度版
＜みのかも文化の森＞　年報　Vol.8
＜静岡市立芹沢銈介美術館＞　もうひとつの創造　芹沢銈介の収集品
＜富士宮市教育委員会＞　文化財調査報告書　第 40集　東田遺跡
＜安城市歴史博物館＞　徳川家康の源流安城松平一族
＜一宮市博物館＞　一宮三八市のにぎわい
＜岡崎市美術博物館＞　石山寺の美  観音・紫式部・源氏物語／シャガー

ル展　色彩の詩人／文化財　守り、伝える／歴史への誘い　武士・信仰・
民衆  未公開資料が語る郷土岡崎  新収蔵品展　
＜北名古屋市歴史民俗資料館＞　師勝町歴史民俗資料館研究紀要　15
／博物館資料の資源化　昭和日常博物館の可能性
＜田原市教育委員会＞　研究紀要　第 4号／田原の文化 第 35 号／田
原の文化財ガイド 1　田原市のはじまり　旧石器、縄文時代のたはら
＜田原市博物館＞　仲谷孝夫展「愛と生」／能に見る日本の女性像
＜栗東歴史民俗博物館＞　湖国の「塩」／紀要　第 15号
＜立命館大学国際平和ミュージアム＞　立命館平和研究紀要　第 10号
＜亀岡市文化資料館＞　春の丹波に獅子が舞う　諸国をめぐる伊勢大神
楽
＜大阪市立自然史博物館＞　館報 32 ／地震展 2008／大阪のビルの石
材  
＜大阪歴史博物館＞　年報  平成 19年度
＜柏原市立歴史資料館＞　松岳山古墳群を探る
＜関西大学博物館＞　紀要　第 15号
＜北大阪ミュージアム・ネットワーク実行委員会＞　地域産業と文化遺
産  事業実施報告書
＜堺市博物館＞　館報　第 28号／百舌鳥古墳群の陵墓古写真集
＜八尾市文化財調査研究会＞　やおまち発見八尾の寺内町
＜八尾市立歴史民俗資料館＞　研究紀要　第 20号／館報　平成 20年
度
＜尼崎市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査等  概要報告書
＜竹中大工道具館＞　研究紀要　第 2号／大道具のふるさと古今東西 
／オノとマサカリの世界／東方道具見聞録／鋸の小宇宙  日本・中国・
ヨーロッパの鋸／はかる しるす／ヒトと手道具／海を渡った大工道具
展／木をうがつ　穴をあける道具の歴史／削る　ヨーロッパとアジアの
鉋／伐　木を伐る技／削る　鉋の世界／収蔵品目録 . 第 1～ 3・5～ 7
号／研究紀要　第 1・3・4・6・7・9・14～ 19 号
＜播磨町郷土資料館＞　館報　20
＜元興寺文化財研究所＞　古きをのこし・つたえる新しき技　記録保存
からデジタルアーカイブへ
＜倉敷埋蔵文化財センター＞　岩倉遺跡
＜津山郷土博物館＞　津山松平藩町奉行日記 17 ／年報／古い津山の写
真展  津山城下町、お城の松に。
＜下関市立考古博物館＞　研究紀要  第 13号／年報　14／木の文化
＜徳島市立徳島城博物館＞　年報　第 14、15 号／源氏物語と宮廷文
化へのあこがれ
＜福岡市博物館＞　収蔵品目録 　23／研究紀要　第 18号／年報　15
＜福岡市埋蔵文化財センター＞　年報　第 27号
＜南九州市教育委員会＞　埋蔵文化財報告書　3／埋蔵文化財発掘調査
概要報告書　2
＜ミュージアム知覧＞　獣骨を運んだ仲覚兵衛と薩南の浦々  
＜宮古島市総合博物館＞　平良市総合博物館　開館 15周年記念誌／宮
古生まれの奇才　漫画家下川凹天

＜個人＞発行者以外が寄贈者の場合、（　）に記した
岩槻秀明『300種超の写真で見る生態図鑑』／小倉董子『女の山歩き山登
り  女性登山家 45年の知恵と体験』、同『山歩き讃歌  人と自然に魅せ
られて』、同『知識ゼロからの山歩き入門』／（菊池晃一郎）菊池慎一『輪・
生物とともに』／剣術流派調査研究会『剣道史研究書　郷國剣士傳　第 4
号』、同『野田市剣道連盟創立五十周年記念誌』／（齊藤洋子）斉藤典男『ナ
マヨミの甲斐史をゆく』／坂巻美和子『女性の再就職力  いくつになって
も今が旬』／鈴木明『子どもとあそぶ家づくり  建築教室の教科書』／鈴
木文子『電車道  鈴木文子詩集』／須藤明実『漢文学窓「里仁」教科書』、同
『論語抄』／中村藤一郎『神の留守  中村藤一郎詩集』／山田新治郎『住宅
の手触り  12 人の建築家による 24軒の手触りのいい家』／山之内克行
『誰でもわかるNPO設立ハンドブック』
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○2010年度分
＜アイヌ文化振興・研究推進機構＞　アイヌ関連総合研究等助成事業研
究報告　第 8号
＜浦幌町立博物館＞　年報　第 10号／紀要　第 10号
＜小樽市総合博物館＞　紀要　第 23号
＜函館博物館＞　研究紀要　第 20号／みなとHakodadi ハイカラ展
＜美幌博物館＞　研究報告　第 16 号／館報　2007／自然と語ろう !
びほろふるさと体験隊　2008年度／博物館自然講座　2008年度
＜縄文遺跡群世界遺産登録推進事務局＞　縄文　あおもりの縄文
＜遠野市立博物館＞　遠野物語の 100年　その誕生と評価
＜会津坂下町教育委員会＞　会津とやきもの／亀ヶ森古墳 2／北川前
遺跡
＜稲敷市立歴史民俗資料館＞　常州東条庄高田郷の刀鍛冶／館報  第 4
号
＜茨城県教育財団＞　年報　29／文化財調査報告　第 327～ 334号
＜小美玉市玉里史料館＞　館報　Vol.3
＜上高津貝塚ふるさと歴史の広場＞　年報　第 15号
＜古河歴史博物館＞　奥原晴湖展／紀要　泉石　第 9 号／年報　
Vol.18 ／古河城　水底に沈んだ名城
＜境町歴史民俗資料館＞　境町史資料目録　第１～ 5集／下総境の生
活史　史料編　近世 1
＜下妻市ふるさと博物館＞　年報　第 9号
＜土浦市教育委員会＞　小野大道西遺跡　第 2次調査／八幡脇遺跡／
中根遺跡／神立平遺跡
＜土浦市立博物館＞　古代の筑波山信仰／幼児教育コトハジメ／霞ヶ浦
に育まれた人々のくらし／絵葉書にみる土浦／ふたつの霞ヶ浦／年報　
第 21、22号／紀要  19、20号
＜取手市埋蔵文化財センター＞　年表にみる取手と藤代のあゆみ／取手
の鉄道交通
＜ミュージアムパーク茨城県自然博物館＞　茨城県南西部地域を中心と
した脊椎動物（2006-2008）／鹿島灘沿岸のヘッドランドおよび茨城県
央沿岸域の海産無脊椎動物（2006-2008）／茨城県の昆虫類およびその
他の無脊椎動物の動向 2008年、2009年／茨城県西部および筑波山周
辺地域の菌類（2006-2008）動物標本目録  第 3集／年報　第 15号
＜八千代町教育委員会＞　川尻中山忠造家文書目録　中
＜小山市立博物館＞　小山の遺跡 3／桑摘み唄と小山の養蚕 
＜佐野市郷土博物館＞　幕末の佐野／佐野城跡 (春日岡城 )を考える
＜栃木県教育委員会＞　ムラから見た古墳時代　2
＜栃木県立博物館＞　紀要 人文第 26、27 号／改革と学問に生きた殿
様
＜壬生町立歴史民俗資料館＞　壬生剣客伝  
＜安中市ふるさと学習館＞　安中市の中世文書
＜岩宿博物館＞　岩宿遺跡を学ぶ
＜かみつけの里博物館＞　山麓の開発王　井出二子山古墳の世界
＜群馬県埋蔵文化財調査事業団＞　調査報告書　第 483、484、486
集／研究紀要　28
＜群馬県立歴史博物館＞　紀要　第 31号／群馬の肖像
＜東洋大学地域活性化研究所＞　河道変遷と地域社会
＜藤岡市教育委員会＞　矢場神明遺跡・倉谷戸B遺跡・矢場田中遺跡・
松ノ木田遺跡・道上D遺跡／市内遺跡 14 ～ 16／三ツ木東原遺跡／遺
跡分布図　2009 版／赤津 1～ 3・上戸塚正上寺 B遺跡・下戸塚神明
遺跡／峯地遺跡・峯地遺跡B区・上城越遺跡・下城越遺跡・小里遺跡・
箱井戸遺跡・飯玉遺跡A・B・C区 . 本文編、図版編／小野地区水田址
遺跡社宮司地点・谷地D遺跡／大道南 2D遺跡　大道南 B遺跡／年報  
24
＜朝霞市博物館＞　研究紀要　第 12号／絵で遊ぶ　絵が遊ぶ／博物館
活用授業実践事例集　5
＜大井町遺跡調査会＞　亀居遺跡 3　鶴ヶ舞遺跡 1　江川南遺跡 3　東
中学校西遺跡 1　西ノ原遺跡 5　神明後遺跡 2／本村遺跡１　大井氏館
遺跡 1／江川南遺跡 2・神明後遺跡 1／西ノ原遺跡 4・東台遺跡 5／
本村遺跡 4・大井氏館跡遺跡 3・浄禅寺跡遺跡 3

＜春日部市教育委員会＞　俳人加藤楸邨と粕壁
＜川越市立博物館＞　よみがえる河越館跡／知恵伊豆信綱
＜埼玉県立川の博物館＞　紀要  9、10号
＜埼玉県立さきたま史跡の博物館＞　紀要　第 4号
＜埼玉県立歴史と民俗の博物館＞　展示ガイド／雑兵物語の世界／仏教
伝来埼玉の古代寺院 
＜さいたま市教育委員会＞　岩槻城跡 ( 二の丸跡第 3地点 ) 発掘調査・
黒谷貝塚前遺跡 ( 第 1地点 ) 発掘調査／さいたま市内遺跡発掘調査報告
書 第 9集／岩槻城跡 ( 二の丸跡第 2地点 ) 発掘調査埋蔵文化財確認調
査出土遺物
＜さいたま市立博物館＞　遺跡から見る奈良・平安時代のさいたま／さ
いたまの製糸／紀要　第 9号
＜白岡町遺跡調査会＞　タタラ山遺跡 第 4地点／清左衛門遺跡 第 2地
点
＜鶴ヶ島市教育委員会＞　一天狗遺跡  第 4・6・7・8次
＜戸田市立郷土博物館＞　鍼・脈・薬  戸田の医療史
＜鳩ヶ谷市教育委員会＞　鳩ヶ谷市の歴史／前田字前田第 1遺跡／小
渕字谷中第 1遺跡／中居字十二島第 1遺跡／小渕字細沼第 1遺跡
＜飯能市郷土館＞　紀要　第 5号／館報　第 6号／大地に刻まれた飯
能の歴史  
＜富士見市立難波田城資料館＞　富士見のみそ・しょうゆ
＜富士見市立水子貝塚資料館＞　縄文土器と動物装飾
＜ふじみ野市教育委員会＞　市内遺跡群 2 ／東台の遺跡
＜ふじみ野市立大井郷土資料館＞　川越街道と新河岸川
＜吉見町教育委員会＞　町内遺跡　4
＜鷺宮町立郷土資料館＞　鷺宮町の 55年
＜あずさ第一高等学校＞　料理が夢の始まりだった
＜我孫子市教育委員会＞　別当地遺跡　 第 12-16・18 次調査／市内
遺跡発掘調査報告書　平成 20年度
＜市川自然博物館＞　長田谷津（大町自然観察園）いきもの暦／年報　№
19
＜市川歴史博物館＞　館報　平成 19年度
＜印西市教育委員会＞　印西の歴史　第 5号
＜印旛郡市文化財センター＞　発掘調査報告書第 278～ 290 集／第
13回　遺跡発表会発表要旨／年報　24／研究紀要　7
＜浦安市郷土博物館＞　ハマん記憶を明日へ／海苔へのおもい／年報　
第 8号／三角州上にできた 2つの漁師町
＜江戸川大学博物館学芸員資格養成課程＞　年報  Vol.1
＜柏市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 20年度／原遺跡
（第 1次･2次）
＜上総堀りを記録する会＞　上総掘り関係文献集成
＜鎌ヶ谷市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査概報　平成 21年度
＜鎌ヶ谷市郷土資料館＞　年報　第 22号／市史研究　第 23号／市史
資料編 1 ／鎌ケ谷・昭和の日々
＜川村学園女子大学＞　研究紀要　第 21巻
＜神埼町教育委員会＞　天神前遺跡
＜キッコーマン国際食文化研究センター＞　Food Culture  No.17
＜木更津市教育委員会＞　大畑台遺跡群発掘調査報告書 10／東明石谷
古墳群／中尾遺跡群発掘調査報告書 9／笹子遺跡群発掘調査報告書 3 
＜君津市教育委員会＞　戸崎城山遺跡Ｚ地点　戸崎城山遺跡 27地点／
外箕輪遺跡 7 ／大井戸八木遺跡　大井戸八木古墳群 2 
＜君津市立久留里城址資料館＞　年報　30／館収蔵資料展
＜国立歴史民俗博物館＞　研究報告　第 153～ 159集／年報　5／縄
文はいつから !? ／要覧　平成 21、22年度／アジアの境界を越えて／
アメリカに渡った日本人と戦争の時代／歴博のめざすもの事例集 1／
歴博　№160
＜佐倉市教育委員会＞　埋蔵文化財発掘調査報告書 平成 20年度
＜山武市教育委員会＞　郷土史料集　12、13
＜酒々井町＞　本佐倉城跡発掘調査報告書　3
＜芝山町教育委員会＞　上吹入・林古墳群（仲畑 371-1 地点）, 御田台遺
跡（並岡 1014-12 地点）, 舟塚古墳群（七林 429-2 地点）
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＜芝山町立芝山古墳・はにわ博物館＞　芝山象嵌と横浜芝山漆器
＜城西国際大学日本研究センター＞　紀要　第 4号
＜城西国際大学水田美術館＞　年報　第 7号
＜白井市郷土資料館＞　年報　6号
＜白井市郷土史の会＞　たいわ　第 25～ 27号
＜森林総合研究所森林農地整備センター＞　館山市豊房地区埋蔵文化財
調査報告書
＜匝瑳市教育委員会＞　平台遺跡  第 2次調査
＜袖ヶ浦市教育委員会＞　荒久遺跡 第 11 次調査・三箇遺跡群 第 10
次調査
＜館山市教育委員会＞　館山市長須賀条里制遺跡
＜館山市立博物館＞　館山湾の洞窟遺跡
＜千葉経済大学＞　紀要　第 14号
＜千葉県教育会館文化事業部＞　すすむ千葉県
＜千葉県教育振興財団＞　千葉県教育振興財団調査報告　630～ 645
集／研究紀要　26／研究連絡誌　第 70号／房総発掘ものがたり／年
報　№35
＜千葉県農業農村技術連盟＞　千葉県の農業農村整備 100年のあゆみ
＜千葉県博物館協会＞　千葉県文化財救済ネットワークシステム構築推
進事業／Museumちば　第 40・41号
＜千葉県文書館＞　収蔵文書目録　第 23集／千葉県の文書館　第 15
号
＜千葉県立関宿城博物館＞　研究報告　第 14号／利根川舟運と利根運
河
＜千葉県立中央博物館＞　縄文の躍動／関東灘礼賛／研究報告 人文科
学　通巻 22号／年報　20
＜千葉県立中央博物館大多喜分館＞　武と華やぎの装い
＜千葉県立房総のむら＞　年報  23 ／町と村調査研究　第 9号／房総
の四季耕作図と農具絵図
＜千葉市教育委員会＞　千葉いまむかし　№23
＜千葉市美術館＞　採蓮　第 13号
＜千葉市立加曽利貝塚博物館＞　紀要　第 37号
＜千葉市立郷土博物館＞　研究紀要　第 16号／歴史の中の火縄銃／千
葉市の戦国時代城館跡
＜千葉大学文学部考古学研究室＞　館山市栄ノ浦遺跡試掘調査概報／安
房神社洞窟遺跡　第 2次発掘調査概報
＜東京成徳大学人文学部日本伝統文化学科＞　「千葉のいまを知る」プロ
ジェクト　2007～ 2009年度／房総を学ぶ　5 
＜東邦考古学研究会＞　東邦考古　34
＜利根川文化研究会＞　利根川文化研究　32、33
＜流山市教育委員会＞　聞き書き流山の昔の暮らし／利根運河 120 年
の記録
＜流山市立博物館＞　年報　№31
＜流山市立博物館友の会＞　東葛流山研究　第 28号
＜成田山文化財団＞　年報　第 1号
＜成田市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 21年度／成田
市の文化財　第 41集
＜野田地方史懇話会＞　農の神様　船橋随庵とその時代
＜船橋市＞　船橋のあゆみ／船橋市史　近世編、民俗・文化財編、史料
編 10
＜船橋市教育委員会＞　東中山台遺跡群（35）（37）、（39）、（42）、夏見
台遺跡（13）、（35～ 37）、（49）、夏見大塚遺跡（20）、印内台遺跡群
（18）、（43）、（44）、（49）、海老ヶ作北遺跡（3）、取掛西貝塚（4）、上ホ
シ遺跡（5）、市費単独事業遺跡発掘調査報告書　平成 13、14年度、市
内遺跡発掘調査報告書　平成 21年度
＜船橋市飛ノ台史跡公園博物館＞　紀要　第 7号
＜松戸史談会＞　松戸史談　第 49号
＜松戸市戸定歴史館＞　徳川慶喜家　最後の家令
＜松戸市立博物館＞　紀要　第 16、17号／年報　16、17号／湯浅喜
代治考古コレクション／上本郷遺跡出土の縄文時代後期から晩期を中心
とする考古資料

＜南房総市教育委員会＞　南房総市岡本城跡調査報告書
＜茂原市教育委員会＞　高橋家文書　御用留　第 16集
＜茂原市立図書館＞　茂原の古文書史料集　 第 14集
＜八街市郷土資料館＞　稲葉村の絵馬に見る信仰と祈り
＜八千代市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書  平成 21年度 
＜八千代市郷土歴史研究会＞　史談八千代　第 34号
＜四街道市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 21年度 
＜足立区教育委員会＞　東京東部のおもちゃづくり／大工と鳶　その技
と文化／紀要　第 31号
＜板橋区教育委員会＞　前野兎谷遺跡第 3地点／志村坂上西方遺跡第
2地点／小豆沢貝塚遺跡
＜板橋区立郷土資料館＞　中山道板橋宿と加賀藩下屋敷／板橋と光学 
＜江戸東京博物館＞　研究報告　第 16号／調査報告書　第 23号／喜
多川周之コレクション
＜大田区＞　ふしぎな縄文土器／紀要　第 18号
＜お茶の水女子大学学芸員課程＞　博物館実習報告　第 25号
＜葛飾区遺跡調査会＞　葛西城  27 ／本郷遺跡  9
＜葛飾区教育委員会＞　年報　平成 19、20年度
＜葛飾区郷土と天文の博物館＞　年報　第 18号／立石遺跡　4
＜北区飛鳥山博物館＞　研究報告　第 12号 
＜北区教育委員会＞　文化財研究紀要　第 19集別冊、第 23集／奥東
京湾の貝塚文化／萌えたて桑の葉
＜共和開発株式会社＞　志村坂上西方遺跡発掘調査報告書／舟渡遺跡第
11地点発掘調査報告書
＜宮内庁書陵部＞　紀要　第 61号
＜國學院大學研究開発推進機構＞　伝統文化のモノと心 ニュースレ
ター　№3
＜國學院大學考古学資料館＞　紀要　第 26輯
＜國學院大學博物館学研究室＞　紀要  第 34輯／院友学芸員　№3
＜国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館＞　年報　№24、25
＜これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議＞　学芸員養成の
充実方策について　第 2次報告書
＜実践女子大学博物館学課程＞  MUSEOLOGY　第 29号
＜品川区立品川歴史館＞　中原街道
＜渋沢栄一記念財団＞　青淵
＜渋沢史料館＞　渋沢研究　第 22号／学生寄宿舎の世界と渋沢栄一／
渋沢栄一と関東大震災／渋沢栄一とアルベール･カーン　
＜四門文化事業部＞　武蔵国府関連遺跡調査報告
＜首都大学東京大学院人文科学研究科＞　人類誌集報　2006、2007
＜昭和館＞　昭和のくらし研究　№7／館報　第 10号／語り伝えたい
戦中・戦後の暮らし
＜昭和女子大学光葉博物館＞  世界 Bell 訪ねある記
＜シルバー総合研究所＞　ミュージアムでの回想法ワークショップのす
すめ
＜杉並区立郷土博物館＞　田河水泡の杉並時代  
＜世田谷区教育委員会＞  粉屋の記憶　水車と火車
＜全日本社会教育連合会＞　社会教育　№772
＜大正大学教務課学芸員課程＞  けやき  年報　第 14号
＜忠生遺跡調査会＞　忠生遺跡A地区 . 2(A1 地点 縄文時代遺物編 1)
＜たばこと塩の博物館＞　研究紀要　第 8、9号／年報　24、25号   
＜丹青研究所＞　ミュージアム・データ　№75
＜デアゴスティーニ・ジャパン＞　週刊戦国武将データファイル　№2
／週刊江戸　№32
＜東京印書館＞　成増百向遺跡第 6地点発掘調査報告書
＜東京家政学院生活文化博物館＞　年報　第 19 号／子どもの誕生と
日々のくらし
＜東京家政大学博物館＞　紀要　第 15号
＜東京都埋蔵文化財センター＞　調査報告　第 237、239～ 249／研
究論集　24、25／たまのよこやま　№81
＜東京農工大学科学博物館＞　年報　第 7号
＜ナツメ出版企画＞　江戸時代のすべてがわかる本
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＜日本図書館協会・資料保存委員会＞　ネットワーク資料保存　94号
＜日本博物館協会＞　博物館倫理規程に関する調査研究報告書
＜パルテノン多摩＞　多摩のどうぶつ物語
＜府中市郷土の森博物館＞　紀要　第 23号／年報　第 23号
＜物流博物館＞　物流博物館の収蔵資料　
＜文化環境研究所＞　文環研レポート　第 26、29、30号／ Cultivate
　№35、36
＜文化審議会文化政策部会＞　アートマネジメント人材等の育成及び活
用について　審議経過報告
＜文化庁文化財部美術学芸課＞　平成 21年度　美術館・博物館活動基
準整備支援事業　採択事業実施状況報告書
＜法政大学キャリアデザイン学部＞　紀要　第 7 号／教職資格課程年
報　Vol.7 ／生涯学習とキャリアデザイン　Vol.7
＜ポーラ文化研究所＞　伝統と文化　№33  
＜埋蔵文化財発掘調査支援協同組合＞　朝日町神明台遺跡
＜港区教育委員会＞　港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告
29-2・4・5、42、43、51～ 53 
＜港区立港郷土資料館＞　館報　27／研究紀要　12／江戸図の世界 
＜武蔵大学学芸員課程＞　報告書　第 20、21号
＜明治大学学芸員養成課程＞　Museum study　21／ Museologist 
25
＜明治大学博物館＞　年報　2008年度 
＜文部科学省生涯学習政策局社会教育課＞　博物館における施設管理・
リスクマネージメントガイドブック  発展編／博物館実習ガイドライン
＜ユーキャン＞　21世紀大日本史　歴史絵巻　下巻
＜立教大学学校・社会教育講座＞　Mouseion  №55
＜早稲田大学教育学部＞　学術研究　第 58号　
＜神奈川県立歴史博物館＞　研究報告　人文科学　第 35号／年報　平
成 20年度
＜鎌倉文化研究会＞　鎌倉　第 109号
＜専修大学考古学会＞　専修考古学　第 13号
＜茅ケ崎市文化資料館＞　調査研究報告　19
＜平塚市博物館＞　年報　№33／自然と文化　研究報告　№33／市
民が探る平塚空襲／山と海を結ぶ道／検証相模国府
＜横須賀市博物館＞　研究報告　人文科学　第 54 号、自然科学　第
57号／資料集　第 34号／館報　№56
＜横浜市歴史博物館＞　調査研究報告　Vol.4、5／紀要　Vol.12 ～
14／開港場・横浜の風景／ペリー来航と横浜開港／江戸時代の神奈川
／陸の道と海の道の交差点／古代の役所と地域社会／資料目録　第 16
～ 18集／考古学ってなに ? 
＜長岡市立科学博物館＞　研究報告　第 44～ 45号／NKH　№94
＜新潟県立歴史博物館＞　紀要　第 10号
＜飯田市美術博物館＞　信州飯田領主堀侯／獅子舞 
＜茅野市教育委員会＞　市内遺跡 4　平成 20・21年度　埋蔵文化財発
掘調査報告書
＜郷土出版社＞　図説香取・海匝の歴史
＜辰野町教育委員会＞　大栗沢遺跡／平出丸山遺跡 2 ／神谷所遺跡 2
＜長野市立博物館＞　お願い ! 神さま仏さま
＜松代文化施設等管理事務所＞　松代新御殿 (真田邸 ) ／真田家の衣服
＜松本市立博物館＞　学校のたから百景／胡桃沢コレクション　2
＜南アルプス市教育委員会＞　豊小学校遺跡　第 2地点／埋蔵文化財
試掘調査報告書　平成 20年度／桝形堤防／文化財年報　平成 21年度
＜内藤記念くすり博物館＞　綺麗の妙薬　健やかな美と薬を求めて
＜美濃加茂市民ミュージアム＞　紀要　第 9集／年報　Vol.9 ／みのか
も文化の森活用の手引き・活用実践集、ダイジェスト版　平成 21年度
版
＜安城市歴史博物館＞　年報　第 19号／ミュージアムスポット　村絵
図 1／風まかせ東海道中／安城御影
＜一宮市博物館＞　お釈迦さまのものがたり／茶の湯の浸透
＜田原市博物館＞　青津前田遺跡・羽根貝塚・新美古墳／挿絵画家宮川
春汀展／田原の美術　杉浦正美展／年報　第 17 号／田原の文化　第

36号
＜半田市博物館＞　知多の絵馬調査報告書／年報　平成 21年度
＜静岡市立芹沢銈介美術館＞　芹沢銈介の作品
＜静岡市立登呂博物館＞　ひらけ ! 弥生の扉
＜沼津市博物館＞　紀要　33
＜富士宮市教育委員会＞　神祖遺跡／国指定史跡千居遺跡範囲確認調査
報告書
＜栗東歴史民俗博物館＞　紀要　第 16号
＜亀岡市文化資料館＞　今よみがえる石田梅岩の教え
＜全国国宝重要文化財所有者連盟＞　文化財保存・管理ハンドブック . 
建造物編、美術工芸品編
＜立命館大学国際平和ミュージアム＞　立命館平和研究 紀要　第 11
号／ミュージアムだより　№18
＜大阪市立自然史博物館＞　館報  33 ／ホネで学ぶ、ホネで楽しむ／
きのこのヒミツを知るために／おおさかのうみでみつかったクジラのお
はなし／「自然史博物館」を変えていく  
＜大阪歴史博物館＞　年報 　平成 20年度
＜柏原市立歴史資料館＞　河内国志紀郡柏原村寺田家文書目録 1 ／館
報　第 21号／絵図に描かれた柏原の村々／群集墳から火葬墓へ
＜関西大学博物館＞　紀要　第 16号／はくぶつかんの海外資料
＜堺市博物館＞　館報　第 29号
＜八尾市立歴史民俗資料館＞　館報　研究紀要　第 21号
＜尼崎市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査等  概要報告書
＜神戸大学人文学研究課地域連携センター＞　歴史文化に基礎をおいた
地域社会形成のための自治体等との連携事業　8
＜兵庫県立歴史博物館＞　塵界　第 21号／図説妖怪画の系譜
＜元興寺文化財研究所＞　研究報告　2008／文化財研究　№90／も
の・ワザ・情報／金剛寺の版木　摺写物篇
＜津山郷土博物館＞　津山松平藩町奉行日記  18 ／年報　平成 20年度
／廣瀬臺山
＜下関市立考古博物館＞　研究紀要　 第 14 号／年報　15／「もった
いない」の考古学
＜大田市教育委員会＞　石見銀山遺跡発掘調査概要 　16～ 19
＜徳島市立徳島城博物館＞　年報　第 17 号／林鼓浪／蜂須賀三代正
勝・家政・至鎮／阿波絵図の世界／阿波の木偶門付け芸／描かれた城下
町／新収蔵品展／徳島藩主蜂須賀家　歴代肖像画の世界
＜九州歴史資料館＞　年報　平成 20年度　
＜福岡市博物館＞　年報　16
＜福岡市埋蔵文化財センター＞　年報　第 28号
＜南九州市教育委員会＞　川辺郷地頭仮屋跡

＜個人＞　発行者以外が寄贈者の場合、（　）に記した　　
（今成麗子）関宿町教育委員会『町史だより　ふるさとの歴史』／岩屋隆夫
『沖野忠雄と明治改修』／小倉光夫『房総風雅史　古代・中世編』／（北野
浩之）本多静六博士顕彰事業実行委員会『日本の公園の父　本多静六』／
新和宏『21世紀型博物館評価制度の課題と提言』／須藤明実『論語の教
科書』／高崎哲郎『近世から近代における土木技術者の系譜』／（田中則
雄）島原半島かくれ切支丹研究会『島原半島の切支丹文化　かくれ切支丹
の遺物と遺跡』、川島恂二『関東平野の隠れキリシタン』、高田茂『石のマ
リア観音耶蘇仏の研究』、北野道彦『利根運河 　利根・江戸川を結ぶ船
の道』、渡辺貢二『利根川高瀬船』



３－３　施設の概要

《野田市郷土博物館》
○所在地　　　　　　　　野田市野田 370 番地の 8
○施設概要
　①敷地面積　　　　　　5,057.21 ㎡（含野田市市民会館敷地）
　　　　　　　　　　　　　※その他隣接地に駐車場 970.28 ㎡有り
　②建物の構造　　　　　鉄筋コンクリート 2階建
　③延床面積　　　　　　393 ㎡
　④その他付属建物　　　事務室（軽量鉄骨 2階建 33㎡）、学芸員室（木造瓦葺平屋 45㎡）、
　　　　　　　　　　　　屋外便所（木造瓦葺平屋 25㎡）、資料保管倉庫（木造瓦葺平屋 99㎡）
　⑤別施設　　　　　　　上花輪資料保管庫（軽量鉄骨 2階建 216 ㎡）
　　　　　　　　　　　　　※所在地　野田市野田 849 番地
　⑥所蔵資料点数　　　　20,762 点（平成 23年 3月現在）
　⑦資料台帳登録件数　　8,387 件

《野田市市民会館》
○所在地　　　　　　　　野田市野田 370 番地の 8
○施設概要
　①建物の構造　　　　　木造瓦葺平屋
　②延床面積　　　　　　618 ㎡
　③主要施設　　　　　　和室 10畳 2室、和室 8畳 4室、和室 6畳 2室、和室 4畳半 1室、
　　　　　　　　　　　　和室 4畳 1室、板の間約 16畳 1室他
　④その他付属建物　　　茶室 26.19 ㎡（松樹庵）
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３－４　条例・規則等

　　○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
平成18年 12月 25日
野田市条例第48号

　野田市郷土博物館設置条例 ( 昭和 33年野田市条例第 13号 ) の全部
を改正する。
　（設置）
第 1条　本市は、市民が自ら行う郷土の歴史、文化等の学習及び調査
　研究を支援するとともに、生涯学習のための市民相互の交流の場を創
　出し、もって市民の教養、学術及び文化の向上に寄与することを目的
　として、博物館法（昭和 26年法律第 285 号）の規定に基づき、野田
　市郷土博物館（以下「博物館」という。）設置する。
　（位置）
第2条　博物館の位置は、野田市野田 370番地の 8とする。
　（開館時間等）
第3条　博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
　（事業）
第4条　博物館においては、次に掲げる事業を行う。
　（1）　歴史、文化等に係る調査研究、資料の整備及び情報の市民に対
　　　する提供を行うこと。
　（2）　歴史、文化等に係る資料の展示を行うこと。
　（3）　観察会、講習会その他の生涯学習のための市民相互の交流を促
　　　進する事業を行うこと。
　（4）　自主的な調査又は研究を行う団体の育成を図ること。
　（5）　その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を行う
　　　こと。
（指定管理者の業務）
第 5 条　次に掲げる博物館の管理に関する業務は、地方自治法（昭和
　22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、指定管理者（同
　項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。
　（1）　博物館の利用に関する業務
　（2）　前条に掲げる事業に関する業務
　（3）　博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務
　（4）　その他教育委員会が定める業務
　（平 21条例 8・一部改正）
第6条から第8条まで　削除
　（平 21条例 8）
　（利用の制限）
第 9条　指定管理者は、博物館の管理上支障があると認められるとき
　は、博物館及びその保管する歴史、文化等に係る資料の利用を制限す
　ることができる。
　（利用料金等）
第 10条　博物館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、無料
　とする。ただし、指定管理者が期間を定めて特別な展示を行う場合で
　教育委員会が必要と認めたときは、博物館に入館しようとする者は、
　利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2　利用料金は、指定管理者の収入とする。
3　利用料金の額は、500円の範囲内において、指定管理者が教育委員
　会の承認を得て定めるものとする。
4　教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額
　を告示するものとする。
　（委任）
第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）

2　この条例による改正後の野田市郷土博物館の設置及び管理に関する
　条例（以下この項において「新条例」という。）第 5条第 2項から第 4項
　まで及び第 8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続そ
　の他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりする
　ことができる。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市条例第 8号）
　（施行期日）
1　この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
　（経過措置）
2　この条例の施行前に第 1条から第 14条までの規定による改正前の
　それぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であっ
　て、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成
　21年野田市条例第 7号。以下この項において「指定管理者条例」とい
　う。）の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定
　によってしたものとみなす。
3　この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対す
　る業務報告の聴取については、なお従前の例による。

　　○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例
平成18年 12月 25日
野田市条例第47号

　野田市市民会館条例（昭和31年野田市条例第19号）の全部を改正する。
　（設置）
第1条　本市は、豊かな人間性の育成及び市民文化の高揚を図るため、
　市民相互の交流と伝統文化等の学習の場を創出し、もって市民の教養
　及び文化の向上に寄与することを目的として、野田市市民会館（以下
　「市民会館」という。）を設置する。
　（位置）
第2条　市民会館の位置は、野田市野田 370番地の 8とする。
　（管理）
第 3条　市民会館の管理は、市長と教育委員会との協議に基づく委任
　により教育委員会が行う。
　（開館時間等）
第4条　市民会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
　（事業）
第5条　市民会館においては、次に掲げる事業を行う。
　（1）　講習会その他の市民相互の交流を促進する事業を行うこと。
　（2）　伝統文化の伝承のための事業及び体験学習を行うこと。
　（3）　その他市民会館の設置の目的を達成するために必要な事業を行
　　　うこと。
　（指定管理者の業務）
第6条　次に掲げる市民会館の管理に関する業務は、地方自治法（昭和
　22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、指定管理者（同
　項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。
　（1）　市民会館の利用に関する業務
　（2）　前条に掲げる事業に関する業務
　（3）　市民会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
　（4）　その他教育委員会が定める業務
　（平 21条例 8・一部改正）
第7条から第9条まで　削除
　（平 21条例 8）
　（利用の許可）
第10条　市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の
　許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しようと
　するときも同様とする。
2　指定管理者は、前項の許可をする場合には、市民会館の管理上必要
　な条件を付することができる。
　（利用の制限）
第11条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市
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　民会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
　（1）　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認め
　　　られるとき。
　（2）　市民会館の設置目的に反すると認められるとき。
　（3）　その他市民会館の管理上支障があると認められるとき。
　（利用料金等）
第12条　第 10条第 1項の規定により市民会館の利用の許可を受けた
　者（以下「利用者」という。）は、直ちに施設の利用に係る料金（以下「利
　用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。
2　利用料金は、指定管理者の収入とする。
3　利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が
　教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4　教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額
　を告示するものとする。
　（利用料金の減免）
第13条　指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用料
　金を減免することができる。
　（利用料金の還付）
第14条　既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別
　の理由があると認めたときは、この限りでない。
　（原状回復の義務）
第15条　利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちにこれを原
　状に復さなければならない。
2　利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこ
　れを執行し、これに要した費用は利用者の負担とする。
　（広告及び販売行為等の禁止）
第16条　利用者は、市民会館の施設等において広告の掲示、物品の販
　売、入場料又は観覧料の徴収その他これに類する行為をしてはならな
　い。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
　（委任）
第17条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）
2　この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条
　例（以下この項において「新条例」という。）第 6条第 2項から第 4項ま
　で及び第 9条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その
　他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりするこ
　とができる。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市条例第 8号）
　（施行期日）
1　この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
　（経過措置）
2　この条例の施行前に第 1条から第 14条までの規定による改正前の
　それぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であっ
　て、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成
　21年野田市条例第 7号。以下この項において「指定管理者条例」とい
　う。）の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定
　によってしたものとみなす。
3　この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対す
　る業務報告の聴取については、なお従前の例による。
　　　　附　則（平成 21年 9月 30日野田市条例第 29号）
　（施行期日）
1　この条例は、平成 22年 1月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、平成 21年 11月 1日から施行する。
　（準備行為）
2　この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条
　例第 12条の規定による野田市市民会館の利用料金等に関し必要な手
　続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前におい

　ても行うことができる。

別表（第 12条第 3項）
　　　　（平 21条例 29・一部改正）

　備考　市内に住所を有しない利用者に係る利用料金の額は、上記の表
　　に定める額の 2倍の額とする。

　　○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年 12月 28日

野田市教育委員会規則第19号

　野田市郷土博物館規則（昭和 34年野田市教育委員会規則第 1号）の全
部を改正する。
　（趣旨）
第 1条　この規則は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
　（平成 18年野田市条例第 48号。以下「条例」という。）の施行に関し必
　要な事項を定めるものとする。
　（開館時間）
第2条　野田市郷土博物館（以下「博物館」という。）の開館時間は、午前
　9時から午後 5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育
　長の承認を得たときは、これを変更することができる。
　（休館日）
第3条　博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ指
　定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館する
　ことができる。
　（1）　火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第
　　　178号）に規定する休日に当たるときを除く。）
　（2)　12月 29日から翌年の 1月 3日までの日
　（平 19教委規則 16・一部改正）
　（館外利用）
第 4条　指定管理者は、別に定めるところによりその保管する資料を
　学校その他の教育機関等が利用する場合は、館外において利用させる
　ことができる。
2　前項の規定にかかわらず、教育長が指定する資料は、館外において
　利用することができない。
　（資料の寄贈）
第5条　教育長は、資料の寄贈を受けることができる。
2　資料を寄贈しようとする者は、野田市郷土博物館寄贈申込書（別記
　第 1号様式）を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3　教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受領書（別
　記第 2号様式）を交付するものとする。
　（資料の寄託）
第6条　教育長は、資料の寄託を受けることができる。
2　資料を寄託しようとする者は、野田市郷土博物館寄託申込書（別記
　第 3号様式）を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。

室名等＼区分 午前9時から午後5時
まで1時間につき

午後5時から午後9時
まで1時間につき

松の間

竹の間

梅の間

柳の間

楓の間

藤の間

桃の間

月の間

雪の間

菊の間

松樹庵（茶室）

200 円

170 円

130 円

60 円

100 円

100 円

60 円

170 円

100 円

170 円

340 円

230 円

170 円

130 円

170 円

170 円

100 円

230 円

170 円

230 円

680 円
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3　教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受託書（別
　記第 4号様式）を交付するものとする。
4　寄託は、無償とする。
5　指定管理者は、第 1項の規定により寄託を受けた資料を博物館所蔵
　の資料と同一の注意をもって管理しなければならない。
6　寄託された資料が災害その他避けられない事故により損害を生じた
　ときは、教育長及び指定管理者はその責めを負わない。
　（費用）
第 7条　教育長は、資料の寄贈若しくは寄託を受けるため、又は寄託
　を受けた資料を返還するために要する費用の全部又は一部を負担する
　ことができる。
　（一時的な借用）
第 8条　指定管理者は、展示その他博物館の運営上必要があると認め
　たときは、あらかじめ教育長の承認を得て、博物館以外が保管する資
　料を一時的に借用することができる。
　（利用者の遵守事項）
第9条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
　（1）　施設を損傷し、又は汚損しないこと。
　（2）　指定管理者の許可なく資料に触れないこと。
　（3）　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及
　　　ぼす行為をしないこと。
　（4）　前 3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為を
　　　しないこと。
第10条　削除
　（平 21教委規則 2）
　（指定申請書等）
第11条　野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
　（平成 21年野田市条例第 7号。以下「手続条例」という。）第 3条の申
　請書は、野田市郷土博物館指定管理者指定申請書（別記第 5号様式）
　とする。
2　手続条例第 3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおり
　とする。
　（1）　定款、規約その他これらに類する書類
　（2）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　（3）　当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報
　　　告書
　（4）　当該施設の管理に関する業務の収支予算書
　（5）　その他教育委員会が必要と認める書類
　（平 20教委規則 6・平 21教委規則 2・一部改正）
　（選定等の通知）
第 12条　教育委員会は、手続条例第 4条の規定による審査をしたと
　きは、その結果を野田市郷土博物館指定管理者選定結果通知書（別記
　第 6号様式）により通知するものとする。
2　教育委員会は、手続条例第 5条の規定により指定管理者を指定した
　ときは、野田市郷土博物館指定管理者指定通知書（別記第 7号様式）
　により通知するものとする。
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（業務報告書の記載事項）
第13条　手続条例第 10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載
　しなければならない。
　（1）　博物館の管理の実施状況及び利用状況
　（2）　博物館の管理に係る経費の収支状況
　（3）　前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（委任）
第14条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）

2　指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施
　行前においても、第 10条から第 12条までの規定の例によりするも
　のとする。
　（野田市郷土博物館協議会運営規則及び野田市郷土博物館の職員の職
　名に関する規則の廃止）
3　次に掲げる規則は、廃止する。
　（1）　野田市郷土博物館協議会運営規則（昭和 34年野田市教育委員会
　　　規則第 2号）
　（2）　野田市郷土博物館の職員の職名に関する規則（平成元年野田市
　　　教育委員会規則第 13号）
　　　　附　則（平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号）
　この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 20年 10月 1日野田市教育委員会規則第 6号）
　この規則は、平成 20年 12月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市教育委員会規則第 2号）
　この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。

　　○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年 12月 28日

野田市教育委員会規則第20号

　（趣旨）
第1条　この規則は、野田市市民会館の設置及び管理に関する条例（平
　成 18年野田市条例第 47号。以下「条例」という。）の施行に関し必要
　な事項を定めるものとする。
　（開館時間）
第2条　野田市市民会館（以下「市民会館」という。）の開館時間は、午前
　9時から午後 9時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育
　長の承認を得たときは、これを変更することができる。
　（休館日）
第3条　市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ
　指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館す
　ることができる。
　（1）　火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第　
　　　178号）に規定する休日に当たるときを除く。）
　（2）　12月 29日から翌年の 1月 3日までの日
　（平 19教委規則 16・一部改正）
　（利用の手続）
第4条　市民会館を利用しようとする者（以下「利用希望者」という。）は、
　野田市市民会館利用申請書（別記第 1号様式）を指定管理者に提出し、
　許可を受けなければならない。
2　前項の規定にかかわらず、利用希望者は、電話その他の方法により、
　指定管理者に次に掲げる事項を明らかにして利用の予約をすることが
　できる。
　（1）　利用する室名等
　（2）　利用する日時
　（3）　利用する目的
　（4）　利用する人数
　（5）　利用する備品、器具等
　（6）　前 5号に掲げるもののほか、必要な事項
3　前項の規定により予約をした者は、第 1項の申請書を提出したもの
　とみなす。
4　利用希望者は、利用しようとする日の 2月前から第 1項の申請書を
　提出し、又は第 2項の予約をすることができる。ただし、指定管理者
　が必要と認めるときは、この限りでない。
　（利用の許可）
第 5条　指定管理者は、市民会館の利用を許可したときは、野田市市
　民会館利用許可書兼領収書（別記第 2号様式）を利用料金と引き換え
　に利用希望者に交付するものとする。
　（利用の変更等）
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第 6条　利用希望者は、市民会館の利用の内容を変更し、又は取りや
　めようとするときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならな
　い。
　（利用料金の減免）
第7条　条例第 13条の規定による減免を受けようとする者は、野田市
　市民会館利用料金減免申請書（別記第 3号様式）を指定管理者に提出
　しなければならない。
　（減免の基準）
第8条　条例第 13条に規定する教育委員会規則で定める基準は、次の
　とおりとする。
　（1）　官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は、利用料
　　　金を免除する。
　（2）　前号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減免する必
　　　要があると認めるときは、教育長の承認を得てその都度定める額
　　　を減免することができる。
　（利用者の遵守事項）
第9条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
　（1）　施設を損傷し、又は汚損しないこと。
　（2）　指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、又は移動しない
　　　こと。
　（3）　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及
　　　ぼす行為をしないこと。
　（4）　前 3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為を
　　　しないこと。
　（職員の立入り）
第10条　指定管理者は、市民会館の管理上必要と認めるときは、指定
　管理者の指定した職員を、利用している施設に立ち入らせることがで
　きる。
　（利用の制限）
第11条　指定管理者は、条例第 11条の規定により市民会館の利用を
　制限した場合は、野田市市民会館利用制限通知書（別記第 4号様式）
　を交付するものとする。
第12条　削除
　（平 21教委規則 2）
　（指定申請書等）
第13条　野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
　（平成 21年野田市条例第 7号。以下「手続条例」という。）第 3条の申
　請書は、野田市市民会館指定管理者指定申請書（別記第 5号様式）と
　する。
2　手続条例第 3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおり
　とする。
　（1）　定款、規約その他これらに類する書類
　（2）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　（3）　当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報
　　　告書
　（4）　当該施設の管理に関する業務の収支予算書
　（5）　その他教育委員会が必要と認める書類
　（平 20教委規則 6・平 21教委規則 2・一部改正）
　（選定等の通知）
第 14条　教育委員会は、手続条例第 4条の規定による審査をしたと
　きは、その結果を野田市市民会館指定管理者選定結果通知書（別記第
　6号様式）により通知するものとする。
2　教育委員会は、手続条例第 5条の規定により指定管理者を指定した
　ときは、野田市市民会館指定管理者指定通知書（別記第 7号様式）に
　より通知するものとする。
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（業務報告書の記載事項）
第15条　手続条例第 10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載
　しなければならない。
　（1）　市民会館の管理の実施状況及び利用状況
　（2）　市民会館の管理に係る経費の収支状況

　（3）　前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（委任）
第16条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）
2　指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施
　行前においても、第 12条から第 14条までの規定の例によりするも
　のとする。
　　　　附　則（平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号）
　この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 20年 10月 1日野田市教育委員会規則第 6号）
　この規則は、平成 20年 12月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市教育委員会規則第 2号）
　この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。

　　○野田市郷土博物館資料館外利用規程

　（趣旨）
第 1条　この規程は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
　施行規則（平成 18年野田市教育委員会規則第 19号）第 4条に規定す
　る野田市郷土博物館資料（以下「資料」という。）の館外利用について必
　要な事項を定めるものとする。
　（資料の館外利用の限度）
第2条　資料の館外貸出しは教育委員会の承認を得て指定管理者（野田
　市博物館の設置及び管理に関する条例（平成 18 年野田市条例第 48
　号）第 5条第 1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の定めた
　範囲で行うものとする。ただし、指定管理者は、資料を貸出ししたと
　きは博物館資料館外貸出し報告書（別記第 1号様式）により教育委員
　会に報告しなければならない。
　（利用者）
第3条　資料には次に掲げる教育機関及び教育団体等で教育、学術、
　文化に関する調査、研究又は普及の用に供することを目的とするもの
　に限り利用させるものとする。
　（1）　博物館
　（2）　学校及び公民館、図書館
　（3）　その他指定管理者が適当と認めたもの
　（貸出しの期間）
第4条　資料貸出しの期間は 15日以内とする。ただし、指定管理者が
　特別の事由があると認めたときは期間を延長することができる。
　（利用の手続き）
第 5条　資料の館外利用をしようとするものは博物館資料借用申込書
　（別記第 2号様式）を利用前 15日までに指定管理者に提出し、その承
　認を受けるものとする。
2　指定管理者は、前項の規定により承認した場合は、博物館資料館外
　貸出し承認通知書（別記第 3号様式）により利用者に通知するものと
　する。
3　前項に規定により承認を受けたものは博物館資料借用書（別記第 4
　号様式）を指定管理者に提出し、資料を借り受けるものとする。
　（経費の負担）
第6条　資料の館外利用に必要な経費は利用者の負担とする。
　（損害の弁償）
第 7条　利用者の責に帰すべき事由により、資料を汚損、き損又は滅
　失した場合は利用者は修理又は相当額を弁償しなければならない。
　　　　附　則
　この規程は平成 19年 4月 1日より施行する。
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野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
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野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
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野田市郷土博物館資料館外利用規程
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３－５　施設の運営組織

　野田市郷土博物館と野田市市民会館は平成 19 年度より指定管理者であるNPO法人野田文化広場に
よって一体的に管理運営されている。NPO法人野田文化広場は平成 17 年設立（平成 17 年 5月法人格
認証）し、設立当初より「文化によるまちづくり」を掲げ、寺子屋講座、観月会、山中直治記念コンサー
トといったまちづくり事業、キャリアデザイン事業に取り組んできた。指定管理者として選定されてか
らは、従来のイベントは自主事業として継続しながら、新たに博物館企画事業委員会および博物館経営
委員会を組織し、野田市の承認を得た事業計画を元に郷土博物館・市民会館の指定管理事業の企画・実
施にあたっている。

組織図（平成 24年 2月 1日現在）
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博物館評価

Ⅰ　博物館評価について
　野田市郷土博物館・市民会館では、2010 年度より新たな取り組みとして博物館評価（自己評価）の作
業を開始した。NPOが指定管理者として管理運営を始めてから 3年が経過した時点で、事業のみなら
ず博物館活動全般において、それまで行ってきたことをチェックして改善をはかることにしたのであ
る。
　評価の作業は、2010年7月に、NPO法人野田文化広場事務局長と、学芸員4名で、事業戦略会議ワー
キングチームを立ち上げて始めた。検討内容の途中経過は随時、その間に開かれた企画事業委員会や法
人の理事会で報告してメンバーからも意見を聴取した。
　作業の中で、まずこれまでの活動を振り返り、市民のキャリアデザインの拠点という当館のミッショ
ンを深化させ、次の 3つに整理した。
ミッション１：地域の文化資源を掘り起こし、活用する博物館
ミッション２：人やコミュニティが集い交流する博物館
ミッション３：人びとの生き方や成長を支援して、キャリアデザインをはかる博物館
　また、これに対応するようにして、それぞれの具体的な目標となる中項目を設定した上で、さらに具
体的な指標項目をあげた。項目や指標は、ワークショップ形式で書き出し作業をしてから、さらに時間
をかけて推敲し組み立てた（111 ～112 ページ）。その上で、各項目に指定管理運営となった 2007 年度
以降のデータを入れ、経年的な推移を示したものである。

Ⅱ   自己分析（Check）
①博物館機能を充実させる
　資料収集や調査研究等の博物館の基礎機能を充実させることである。博物館の基礎機能とは、博物館
の存在基盤であるコレクションのマネジメントである。2007 年度以降、本格的なコレクションの収集、
整理、保管管理と公開に向けた準備作業を行ってきた。また、その情報を公開することも進めている。
【評価点】
　資料収蔵点数 (1) は 4 年間に 4,000 点増えた。特に 2008 年度以降、市民からの寄贈を中心にこれま
での 2倍以上のペースでコレクションの拡充がはかられている。なお指定管理者制度開始に伴い受け入
れ体制が再編成されたことで聞き取り情報などを調書にとり、こうした情報の蓄積も進んでいる。また、
収集方法は寄贈や購入が主となり、不必要な寄託が行われていない（収蔵資料に占める寄託の割合が低
く抑えられている）点 (3) も評価されよう。
　2009 年度から IPMの考え方に基づいて、収蔵庫内の定期点検 (5) を進めており、それに伴い職員の
意識（収蔵庫内の整頓や、土足厳禁等のルールづくり）が高まった。学芸員の調査研究や発表活動も堅調
に行われている (6,7)。資料閲覧の件数は大きく増加した (8)。これは閲覧者が増えたことに加え、閲覧
対応体制が整い、個々のニーズに円滑に応えられるようになったことを示している。資料貸出や写真貸
出の体制も整い、安定的に対応が出来ている（9,10）。
【改善を要する点等】
　資料購入において、件数は安定しているものの、年度によっては予算を十分に活用できなかった（4）。
この点を振り返ったところ、資料収集方針が現在のミッションに見合ったものではない、資料情報を学
芸員が把握していない、購入のために足で探す作業が不足しているのではという気づきが得られた。次
年度以降、改善をしていく方針である。
　学芸員の講演・講座等の回数は、現在 1人の学芸員が年に 2～3回程度行っている計算である（6）が、
今後回数を増やしていきたい。アウトリーチによって当館の活動の PRとなる。
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　なお、資料の保管状況改善や整理については、2010 年度より学芸員 1名が増員された効果を検証す
るため、それに関わる評価指標を追加してチェックをする必要があろう。

②利用者サービスを図る
　すべての利用者に開かれた博物館として、幅広い層の人びとが来館することを目指している。そのた
めに、公共施設としての基本的な機能を維持し、さらに館内施設の充実や利用者・関係者の満足度やニー
ズを把握して質の高い市民サービスを提供することを心掛けてきた。
【評価点】
　博物館、市民会館ともに入館者数が大いに伸びている（13,16）。2007 年度以前から比べると、3倍近
く増加したことは 84～86 ページに分析を載せた通りである。また、一時的な急上昇ではなく、指定管
理開始以後も堅実に上昇していることは高く評価されよう。
　市民会館の貸部屋も、稼働をしていない日がほとんどなく (18）、利用団体数も増えている（19,20）。
2009 年度までは午前・午後・夜間という大まかな区切りで部屋を貸していたが、2010 年度から 1時
間単位の貸出に変更したことでサービスが向上した。
　展覧会の満足度、施設の雰囲気や居心地に対する満足度はいずれも 80点台中盤より高い値で維持さ
れている点が評価される（21,22）。利用者の 3分の１以上がリピーターであり（15）、定期的な利用者が
いることが分かる。
　博物館刊行物については、主たる販売場所である博物館展示室内に、博物館ボランティアが常駐し、
案内を行うことで、2009 年度より販売冊数が倍増することとなった（23）。
【改善を要する点等】
　開館日数がこの4年間については安定しなかった（11,12）が、これは5か年計画で行われた整備工事、
名人戦開催、東日本大震災の影響など特殊な事情のためである。2012 年度以降は安定的に開館できる
予定であるが、いずれにせよ臨時休館は最小限に留める努力が望まれる。また、特殊な場合の休館はや
むを得ないものの、休館情報を事前に適切に周知することに配慮しなければならない。
　リピーターがいつ来館しても満足感を持って施設を利用できるよう、学芸員をはじめとする職員の
日々のきめ細かな対応が求められている。
　2009 年度以降リピーターの減少（初来館者の増加）の傾向が見てとれる。これは、当館の活動に興味
を持つ人びとの間口が広がったことを示しているが、それと同時に新たなサービスも求められるように
なっているのではないか。例えば、現在来館者の一番の不満要因となっているのが、博物館までの道の
りが分かりにくいことに関するものである。しかしこのアクセスの問題については、これまで具体的に
データとしてまとめてきていなかった。利用者満足度については、より詳細にデータをとり、評価の対
象としていくことが必要と考えられる。初来館者をいかにリピーターとして取り込んでいくかも入館者
数維持に関わる課題の一つである。
　入館者数や利用団体数が増えてくると、それに伴ってサービスが低下しがちになるが、それを避ける
方策が必要である。
　ショップについては、刊行物以外の商品についても充実させるべきである。特に野田の特産品や、博
物館を訪ねた思い出となるような安価な品について、現状では対応できていないため改善を要する。

③市民の交流の拠点にする
　市内の様々なコミュニティに属する団体と広く連携をし、博物館がコミュニケーションの推進役とな
ることで、地域の活性化・まちづくりに繋げていくことを目指してきた。
【評価点】
　交流事業とは博物館や文化広場がファシリテーターをつとめ、博物館・市民会館を会場に、市民同士
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や異分野の人同士の交流をサポートするような事業である。交流事業の参加者数を、開催回数でならす
とおよそ 100 名前後であり、安定している（24）。
　また、事業全般にわたって、小中高等学校、大学、各種団体、市民団体、行政などのさまざまなコミュ
ニティが博物館に関わっていることが分かる（図１）。これにはたとえば、「まちなみ提案」展を行った
2009 年度は商店との連携数が飛躍的に伸びるなどの特徴がある。しかし経年で見たとき、各コミュニ
ティとの連携数が総じて伸びていることは、事業のテーマがバランス良く練られていることの表れでも
あろう（25～ 29）。
【改善を要する点等】
　交流事業の回数が減少している（24）が、2007 年度は市民会館市民つどいの間オープニングセレモ
ニーなど、指定管理者制度に切り替わった初年度ならではの特殊な事業があったためである。2010 年
度は、交流事業の一つとして数えるミュージアム・コンサートを震災の影響で 1回開催できなかった
ため、減少した。しかしそうした特殊な事情がない限り、年間 3回を維持していくのが当面の課題であ
る。
　連携数は累積で計測した。一度連携を行った団体とはその後も様々な機会に博物館と関わりを続けて
いるが、今後もその関係性を有意義に活用するよう、またその連携を手掛かりに新たな団体との連携が
見いだせると良いであろう。また、各種団体（農・商工・医療福祉）（27）のうち、商工業者との連携は十
分にあるが、農業及び医療福祉関係との連携実績は少ない。この部分を意識して伸ばしていくことが課
題である。

図１　さまざまなコミュニティとの連携件数（累積）の推移

④市民や市役所との意思疎通を図る
　博物館職員と市民とが対等にコミュニケーションをすること、管理課との意思疎通をスムーズに行
い、円滑な博物館運営につなげることを目指してきた。
【評価点】
　特別展開催時は必ず初日にオープニングレセプションを実施することとしている。この日に展示企画
に関わった市民や、博物館の頻繁な利用者が集い、展示内容を共通の話題として交流することで、博物
館と市民とのコミュニケーションの機会としてきた（30）。また、そうした特別な機会以外にも、市長、
副市長、教育長をはじめとする市の職員が当館に頻繁に来館し関心を向けている。経年で見ても、こう
した関心が衰えていないことは有り難いことである（32,33）。と同時に、博物館側は、事業の意義や市
民ニーズにどのように応えるものなのか、市役所に対して十分に説明を果たしてきていることも確認で
きた。
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【改善を要する点等】
　博物館やまちづくりについての意見を市民から出してもらう場を、2007 年度に一度ワークショップ
という形で設けたきりとなっており、意見交換や対話の場を設けることが課題である（31）。

⑤博物館の活動を広める
　情報発信をし、市民が博物館の情報を入手しやすい環境を作ってきた。また、メディアに取り上げて
もらうことによって、施設や野田の魅力の向上に努めてきた。
【評価点】
　TV、新聞には目新しい事業の開催の都度取り上げられている（34～36）。これは、市役所の定例記者
会見への情報提供や各新聞社への事業案内の送付等を続けることはもとより、新奇性に富み、かつ時節
に合わせた事業企画を行っていることによるものであろう。2008 年度頃からロケ地としての利用の問
い合わせもしばしば受けるようになり、日程や原状復帰など諸条件をクリアした数件について実際に実
施のはこびとなった（37）。ホームページのアクセス数も計測以来増加傾向にある（38）。
【改善を要する点等】
　事業予定に関する情報発信や、ロケ利用による施設の魅力発信は現状維持で問題ないが、既に実施し
た活動や評価にかかわる情報公開については情報量・発信力ともに弱く拡充の余地が十分にある。

⑥市民のキャリアデザインに貢献する
　市民が、キャリアデザイン事業に関心をもって参加することを目指した。また、ライフキャリアの各
段階に応じた支援をすることで、市民が、学習目標の達成、キャリアの再設計、社会参加や地域貢献へ
つなげていけるようにした。
【評価点】
　企画展の入館者数は増加傾向にあり、キャリアデザイン事業に参加する人々の裾野が広がっているこ
とを示している（39）。寺子屋講座やキャリアデザイン事業の参加者数は、統計上は少なく見えるが、必
ずしも参加者数を増やすことを目的としていないことから、現状の推移で問題ないと考える（40,41）。
市民がキャリアのステップアップを図る点については、自主研究グループの結成と活動状況が主要な指
標となっているが、自主研究グループ育成講座の修了後、必ずグループ結成に繋げていることは前向き
に評価される（42,45,48）。また、博物館ボランティアに参加することもキャリアのステップアップの機
会と捉えたが、2009 年 9 月に 6人で開始後、2010 年度に 10 人体制となったことで、延べ活動人数
は倍増することとなった（52）。
【改善を要する点等】
　結成された自主研究グループの活動の継続が大きな課題となっている。2007 年度、2008 年度の自主
研究グループは博物館の意図通りに成長しなかった（43,44,46,47）が、その原因として、①人数不足で
支障をきたす、②グループ活動を始めた市民たちの意識やモチベーションの向上、グループの抱える
個々の課題の解決等において博物館スタッフが十分にサポート出来なかった、③会そのものの意向の問
題などがあった。しかし、2009 年度の「野田古文書仲間」の活動及び 2009 年度以降のボランティアの
活動においては、そうした反省を踏まえてサポートを行ったことで、会の自然消滅やメンバーの脱会は
避けることが出来た。今後もサポートを続け、メンバーに長期的にキャリアアップをしてもらうこと、
活動を発展させていくことが求められている。また、市民ニーズを踏まえ、博物館の趣旨に見合う新た
な自主研究グループ育成連続講座も計画していきたい。

Ⅲ　自己評価の意義と今後の作業について
　自己評価は、PDCAサイクルを循環させるために不可欠な作業である。地域博物館の運営は、日常の
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繁雑な業務に忙殺され、ともすればプラン（Plan）＝計画、ドゥー（Do）＝実行を繰り返すだけになりが
ちである。しかし、その後のチェック（Check）＝評価にきちんと時間を割くことで、強化することや必
要なことを見定めたり、不十分な成果となったことの原因を見つけたりすることができる。チェックの
結果、事業自体のプライオリティを下げたり、削減するという判断も時にはあるだろう。このようにし
て活動全体を俯瞰してアクト（Act）＝改善することができる。また、公立の地域博物館は、税金で運営
している以上、評価を情報公開することで透明性を高めていくことが必要である。これらによって、問
題点を改善し、住民サービスの向上と効率化をはかることができる。
　さらに自己評価の作業は、職員自身が成果を客観視し、自己確認をする機会となる意味でも重要であ
る。これによって改善する意欲を持つことが出来、前向きになって改善すればさらなるアイデアが生ま
れて活性化するようになるだろう。
　今回（2010 年度）はⅡのような評価と改善の気づきを得ることが出来た。また、出てきたアイデアを
生かして既に様々な面で改善が進んでいる。
　なお、評価活動自体の作業の展望についても触れておく。この評価表では 52 項目の比較的データが
抽出しやすい項目で設定を行った。2011 年度以降は、いくつかの項目の追加や、新規データをインタ
ビュー等の新たな手法で得ることを予定しており、これにより精度を高めていく方針である。
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ミ ッ シ ョ ン １　 地 域 の 文 化 資 源 を

掘 り 起 こ し 活 用 す る 博 物 館 ミ ッ シ ョ ン ２　 人 や コ ミ ュ ニ テ ィ が 集 い 交 流 す る 博 物 館
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件
数

特
別
展
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
参
加

者
数

市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
回
数

市
職
員
の
来
館
回
数

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
の
来
館
回
数

TV
で
博
物
館
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
件
数

雑
誌
で
博
物
館
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
件
数

新
聞
で
博
物
館
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
件
数

小
項
目

資
料
の
収
集
を

行
え
て
い
る
か

資
料
の
保
管
状
況
は
良
好
か

学
芸
員
は
調
査
研
究
発
表
を

行
っ
て
い
る
か

収
蔵
資
料
を

公
開
し
て
い
る
か

開
館
日
数
は
十
分
か

施
設
の
利
用
者
数
は

保
た
れ
て
い
る
か

来
館
者
は
利
用
に
満
足
し
て

い
る
か

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・

シ
ョ
ッ
プ
は

機
能
し
て
い
る
か

施
設
が
市
民
の
交
流
と
連
携

の
場（

ハ
ブ
）
の
役
目
を
果
た

し
て
い
る
か

博
物
館
は
市
民
と
意
思
疎
通

す
る
機
会
を
設
け
て
い
る
か

行
政
は
博
物
館・

市
民
会
館
に

関
心
を
向
け
て
い
る
か

情
報
を
発
信
し
て
い
る
か

中
項
目

①
博
物
館
機
能
を

充
実
さ
せ
る

②
利
用
者
サ
ー
ビ

ス
を
図
る

③
市
民
の
交
流
の

拠
点
に
す
る

④
市
民
や
市
役
所

と
の
意
思
疎
通
を

図
る

⑤
博
物
館
の
活
動

を
広
め
る

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

凡
例

当
館
蔵
の
資
料
総
数
。1

件
に
複
数
点
の
資
料
が
含
ま
れ
る
場
合
、
点
で
計
上
。

当
該
年
度
に
市
民
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
資
料
数
。資

料
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
件
数
で
計
上
。

当
該
年
度
に
寄
託
さ
れ
た
資
料
数
。
資
料
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
件
数
で
計
上
。
寄
託
資
料
の
た

め
、
所
有
者
に
返
却
す
る
こ
と
で
数
が
減
じ
た
場
合
は

-で
相
殺
す
る
。

当
該
年
度
に
購
入
し
た
資
料
数
。資

料
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
件
数
／
購
入
総
額
を
記
載
。

展
示
室
と
収
蔵
庫
に
設
置
し
て
い
る
虫
害
検
査
用
粘
着
ト
ラ
ッ
プ
の
点
検
回
数
。

学
芸
員
が
業
務
内
お
よ
び
業
務
外
で
講
師
等
を
つ
と
め
た
件
数
。

学
芸
員
が
展
覧
会
や
資
料
調
査
等
の
目
的
で
、
館
外
で
調
査
を
行
っ
た
件
数
。

展
示
を
し
て
い
な
い
館
蔵
資
料
に
対
し
て
閲
覧
申
請
を
受
け
、
対
応
を
し
た
件
数
。

他
機
関
へ
の
博
物
館
資
料
等
の
貸
出
件
数
。

他
機
関
へ
の
博
物
館
資
料
等
の
写
真（

ポ
ジ
、
デ
ー
タ
）等

の
貸
出
件
数
。

火
曜
日・

年
末
年
始
な
ど
の
定
期
休
館
日
、
整
備
工
事
、
展
示
替
え
や
イ
ベ
ン
ト
等
に
伴
う
臨

時
休
館
日
を
除
い
た
、
年
間
の
開
館
日
数
。

博
物
館
開
館
日
の
入
館
者
数
。入

り
口
の
カ
ウ
ン
タ
で
計
上
。

博
物
館
開
館
日
の
入
館
者
数
を
開
館
日
で
な
ら
し
た
も
の
。

年
間
の
展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
枚
数
の
う
ち
、
来
館
回
数
が

2回
目
以
上
と
し
た
回
答
の
割
合
。

市
民
会
館
開
館
日
の
開
館
日
の
入
館
者
数
。正

面
玄
関
と
内
玄
関
の

2箇
所
の
入
り
口
の
カ
ウ
ン
タ
で
計
上
。

市
民
会
館
開
館
日
の
入
館
者
数
を
開
館
日
で
な
ら
し
た
も
の
。

市
民
会
館
の
開
館
日
の
う
ち
、
貸
部
屋
が
利
用
さ
れ
た
日
の
割
合
。

貸
部
屋
申
込
団
体
の
う
ち
、
市
内
の
団
体
あ
る
い
は
在
住
者
が
申
し
込
み
、
利
用
し
た
件
数
。

貸
部
屋
申
込
団
体
の
う
ち
、
市
外
の
団
体
あ
る
い
は
在
住
者
が
申
し
込
み
、
利
用
し
た
件
数
。

展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
該
当
項
目
を
数
値
化（

※
1）
し
た
も
の
。

展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
該
当
項
目
を
数
値
化
し
た
も
の
。

博
物
館
発
行
の
図
録
や
書
籍
の
販
売
冊
数
の
合
計
。委

託
書
籍
は
含
ま
な
い
。

「
観
月
会
」「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・

コ
ン
サ
ー
ト
」、

そ
の
他
セ
レ
モ
ニ
ー
な
ど
の
参
加
者
総
数
。
交

流
事
業
に
分
類
さ
れ
て
い
る
事
業
の
う
ち
、
学
校
見
学
対
応
は
含
ま
な
い
。

市
内
外
の
学
校
と
の
連
携
の
累
積
件
数（

※
2）
 。
見
学
会
、
職
場
体
験
、
学
芸
員
に
よ
る
講
演

や
出
張
授
業
、
学
校（

ク
ラ
ブ
）に

よ
る
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
へ
の
出
演
な
ど
。

大
学
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。特

別
展
の
た
め
の
合
同
調
査
、
イ
ン
タ
ー
ン
受
入
、
学
芸
員
に

よ
る
講
義
、
学
生
の
ス
タ
ッ
フ
業
務
な
ど
。

各
種
団
体
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。団

体
代
表
者
へ
の
寺
子
屋
講
師
依
頼
、
学
芸
員
に
よ
る
講

演
、
展
覧
会
や
事
業
へ
の
協
力
な
ど
。

市
民
団
体
と
連
携
の
累
積
件
数
。市

民
団
体
と
は
、
市
民
が
文
化
活
動
、
NP

O、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア（
農・

商
工・

医
療
福
祉
以
外
の
分
野
）の

活
動
を
行
う
団
体
。

学
校
以
外
の
公
共
機
関（

公
共
博
物
館
を
含
む
）や

行
政
機
関
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。事

業
共

催
、
展
覧
会
協
力
、
行
政
職
員
へ
の
寺
子
屋
講
師
依
頼
、
学
芸
員
に
よ
る
講
演
な
ど
。

特
別
展
の
初
日
に
行
わ
れ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
者
数
。

市
民
か
ら
博
物
館
へ
意
見
を
も
ら
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
開
催
回
数
。

日
々
の
業
務
の
中
で
市
職
員
が
来
館
し
た
回
数
。館

務
日
誌
か
ら
計
上
。

公
式・

非
公
式
を
問
わ
ず
来
館
し
た
回
数
。

TV
の
ニ
ュ
ー
ス
や
特
集
番
組
で
当
館
及
び
当
館
事
業
が
紹
介
さ
れ
た
件
数
。ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
含
む
。

雑
誌
で
当
館
及
び
当
館
事
業
が
紹
介
さ
れ
た
件
数
。

新
聞
で
当
館
及
び
当
館
事
業
が
紹
介
さ
れ
た
件
数
。

20
07

年
度

16
,7
14

点
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件
1件

18
件／

96
0,9

05
円

－ 2件 － － 2件 9件 28
4日

31
6日
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,6
42

人
79

.7
人
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.1
%

4,8
44

人
 ※

2,3
月の

み

14
6.
8人

※2
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.8
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3件 1件 90
.2

85
.9
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0人

／
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件

3件 4件 4件 2件 12
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回
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件

20
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年
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,0
14

点
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件
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件
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13
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円
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件

23
1日

31
2日

23
,9
77

人
10

3.
8人

47
.9
%

42
,7
01

人
13

6.
9人

91
.3
%

75
8件

13
件

89
.1

84
.3

28
4冊

33
2人

／
3回

16
件

3件 6件 10
件

3件 50
人

0回 76
回

2回 9件 0件 22
件

20
09

年
度

19
,7
50

点
15

6件 0件

7件
／8

80
,28

8円
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回
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件

63
件

11
件

7件 14
件

24
9日

31
1日
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,1
68

人
97

.1
人
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.8
%
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,7
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人
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0.
6人
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.6
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4件
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件
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.5
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3人

／
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件

7件 41
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件

4件 80
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件
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件
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%
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人
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.3

84
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／
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件
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件
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件
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件
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人
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7回 6回 8件 1件 18
件



ミ ッ シ ョ

ン ２

ミ ッ シ ョ ン ３　 人 び と の 生 き 方 や 成 長 を 支 援 し て 、

キ ャ リ ア デ ザ イ ン を は か る 博 物 館

評
価
指
標

ロ
ケ
地
と
し
て
の
利
用
回
数

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ク
セ
ス
件
数

市
民
参
加
型
企
画
展（

年
1
～

2
回
）の

平
均
入

館
者
数

寺
子
屋
講
座（

年
23

～
24

回
）の

平
均
参
加

者
数

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
事
業（

講
座
関
係
）（
年

7
～

10
回
）の

平
均
参
加
者
数

20
07

年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
育
成
講
座
修
了
者

の
う
ち
グ
ル
ー
プ
活
動
に
参
加
し
た
人
の
割
合

20
07

年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「

植
物
の
会
」

の
活
動
回
数

「
植
物
の
会
」に

新
た
に
加
わ
っ
た
人
数

20
08

年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
育
成
講
座
修
了
者

の
う
ち
グ
ル
ー
プ
活
動
に
参
加
し
た
人
の
割
合

20
08

年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「

歴
史
散
策

会
」の

活
動
回
数

「
歴
史
散
策
会
」に

新
た
に
加
わ
っ
た
人
数

20
09

年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
育
成
講
座
修
了
者

の
う
ち
グ
ル
ー
プ
活
動
に
参
加
し
た
人
の
割
合

20
09

年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「

野
田
古
文
書

仲
間
」の

活
動
回
数

「
野
田
古
文
書
仲
間
」に

新
た
に
加
わ
っ
た
人
数

自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
実
施
回
数
合
計

博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
延
べ
人
数

小
項
目

情
報
を
発
信
し
て
い
る
か

市
民
が
関
心
を
も
ち
、
事
業

参
加
し
て
い
る
か

市
民
が
キ
ャ
リ
ア
の
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
い
る
か

中
項
目

⑤
博
物
館
の
活
動

を
広
め
る

⑥
市
民
の
キ
ャ
リ

ア
デ
ザ
イ
ン
に

貢
献
す
る

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

凡
例

市
民
会
館
が

CM
や
映
画
等
の
ロ
ケ
地
と
し
て
使
用
さ
れ
た
回
数
。
実
績
は

TV
ド
ラ
マ
、

TV
CM

2件
、
CD

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
撮
影
、
雑
誌
撮
影
な
ど
。非

商
用
の
撮
影
利
用
は
含
ま
な
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
業
務
委
託
者
よ
り
提
出
さ
れ
る
月
例
報
告
を
元
と
し
た
訪
問
者
数
。訪

問
者
数
は
、
30

分
以
内
で
同
一

IP
ア
ド
レ
ス
か
ら
は
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
ア
ク
セ
ス
数
。

「
市
民
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」「

市
民
の
文
化
活
動
報
告
展
」「

市
民
公
募
展
」な

ど
市
民
参
加
型
企

画
展
開
催
時
の
博
物
館
入
館
者
数
合
計
を
、
企
画
展
開
催
回
数
で
な
ら
し
た
も
の
。

寺
子
屋
講
座「

ま
ち
の
仕
事
人
講
話
」
と「

芸
道
文
化
講
座
」
の
参
加
者
数
合
計
を
開
催
回
数
を

で
な
ら
し
た
も
の
。受

付
簿
を
元
に
計
上
。

「
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
育
成
講
座
」「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
連
続
講
座
」「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
講

演
会
」「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」「
親
と
子
の
茶
道
講
座
」の

参
加
者
数
を
開
催
回
数
で
な
ら
し
た
も

の
。受

付
簿
を
元
に
計
上
。連

続
講
座
の
場
合
は
の
べ
回
数
＋
の
べ
人
数
で
計
上
。

講
座
後
、
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
結
成
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
参
加
し
た
修
了
者
の
割
合
。

「
植
物
の
会
」が

活
動
し
た
回
数
。博

物
館
で
把
握
し
て
い
る
活
動
を
計
上
。

講
座
修
了
者
で
は
な
い
が
、「
植
物
の
会
」発

足
後
に
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
人
数
。

講
座
後
、
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
結
成
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
参
加
し
た
修
了
者
の
割
合
。

「
歴
史
散
策
会
」が

活
動
し
た
回
数
。博

物
館
で
把
握
し
て
い
る
活
動
を
計
上
。

講
座
修
了
者
で
は
な
い
が
、「
歴
史
散
策
会
」発

足
後
に
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
人
数
。

講
座
後
、
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
結
成
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
参
加
し
た
修
了
者
の
割
合
。

「
野
田
古
文
書
仲
間
」が

活
動
し
た
回
数
。博

物
館
で
把
握
し
て
い
る
活
動
を
計
上
。

講
座
修
了
者
で
は
な
い
が
、「
野
田
古
文
書
仲
間
」発

足
後
に
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
人
数
。

こ
れ
ま
で
発
足
し
た
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
実
施
回
数
の
合
計
。

博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
通
常
業
務
、
お
よ
び
月
例
の
連
絡
会
、
研
修
会
へ
の
参
加
人
数
。ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
出
勤
簿
を
元
に
計
上
。

20
07

年
度

0回 －

5,4
04

人

21
人

9人 10
0% 3回 0人 3回

20
08

年
度

1回

40
,5
22

件

4,
90

9人

16
人

19
人

50
%

2回 0人 10
.7
%

0回 0人 2回

20
09

年
度

1回

56
,8
28

件

5,9
69

人

16
人

13
人

0% 0回 0人 0% 0回 0人 73
.3
%

16
回

2人 16
回

16
8人

20
10

年
度

3回

61
,5
31

件

8,
51

0人

16
人

14
人

0% 0回 0人 0% 0回 0人 60
%

22
回

0人 22
回

34
8人

※
１
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の

4段
階
の
選
択
肢
の
上
位
か
ら

10
0、

75
、
25

、
0ポ

イ
ン
ト
を
付
与
し
、
当
該
項
目
回
答
者
総
数
で
除
し
て
算
出
し
た
数
値
。

※
２
　
市
民
個
人
で
は
な
く
、市

内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ（

団
体
や
組
織
）と

の「
つ
な
が
り
」が

出
来
た
も
の
を
1件

と
し
て
累
積
計
上
。資

料
調
査
、講

演
協
力
、

　
　
　
団
体
や
組
織
と
し
て
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
及
び
協
力
、
施
設
管
理
に
関
わ
る
も
の
等
を
含
む
。

：
該
当
す
る
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
年
　
　
－：

デ
ー
タ
が
な
い
年
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